
一
一
〇

は
じ
め
に

戦
国
期
か
ら
織
豊
期
に
か
け
て
の
京
都
の
変
貌
は
、「
複
合
都
市
」
か
ら
「
城
下

町
」
へ
の
変
化
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
うq

。
こ
う
し
た
変
化
を
展
開
さ
せ
た
も
の

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
京
都
改
造
で
あ
り
、
秀
吉
は
、
検
地
の

実
施
や
寺
町
の
形
成
、
土
居
堀
の
形
成
等
を
通
じ
て
、
京
都
支
配
を
進
め
て
い
っ
たw

。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
秀
吉
に
よ
る
京
都
改
造
の
意
味
を
、
特
に
北
野
社
領
に
お
け
る

検
地
の
展
開
過
程
か
ら
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
近
世
へ
と
引
き

継
が
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
うe

。

は
じ
め
に
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
北
野
社
領
の
範
囲
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。
す
で
に
前
稿
で
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
にr

、
戦
国
期
以
前
の
北
野
社
領
は
、

①
一
条
通
以
北
の
「
北
野
」（
＝
「
境
内
」。「
町
」
を
構
成
単
位
と
す
る
）
と
、
②
一
条

通
以
南
〜
三
条
通
以
北
の
「
西
京
」（「
保
」
を
構
成
単
位
と
す
る
）
と
の
、
二
つ
の
空

間
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
たt

。
①
・
②
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
を
東
西
を
も
含
め
厳
密
に
特

定
す
る
こ
と
は
、
中
世
段
階
に
お
い
て
は
難
し
い
。
た
だ
し
近
世
に
編
纂
さ
れ
た

『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
①
・
②
の
東
の
境
は
七
本

松
通
に
、
ま
た
西
の
境
は
木
辻
通
辺
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
るy

。
こ
れ
ら
の
社
領
を

北
野
社
に
お
い
て
支
配
し
て
い
た
の
は
、「
公
文
所
職
」
・
「
御
殿
預
職
」
・
「
将

軍
御
師
職
」
を
兼
帯
す
る
「
社
家
」
松
梅
院
と
、「
社
務
」
・
「
別
当
」
竹
内
門
跡

（
曼
殊
院
門
跡
）
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
屋
地
子
・
公
事
を
賦
課
し
、
か
つ
闕
所

検
断
権
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
「
北
野
」
及
び
「
西
京
」
は
、
戦
国
期
に
至
る
ま
で
「
洛

外
」
に
位
置
し
、
秀
吉
の
検
地
の
実
施
と
土
居
堀
形
成
に
よ
り
、
は
じ
め
て
「
城
下

町
」
京
都
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
中
近
世
移
行
期
に
お
け

る
京
都
の
変
遷
を
み
る
際
に
、
北
野
社
領
を
は
じ
め
と
す
る
「
洛
外
」
寺
社
門
前
領

と
洛
中
の
あ
り
よ
う
と
は
必
ず
し
も
厳
密
に
分
け
て
検
討
さ
れ
て
お
ら
ずu

、
そ
う
し

た
方
法
が
問
題
を
孕
む
こ
と
に
つ
い
て
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
るi

。「
洛
外
」

に
つ
い
て
み
た
場
合
、
門
前
領
に
対
す
る
寺
社
領
主
権
の
払
拭
は
、
秀
吉
に
よ
る
京

都
の
一
元
的
支
配
の
実
現
に
お
い
て
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
検
地
を
通
じ
た
「
洛
外
」
北
野
社
領
の
「
洛
中
化
」
の
過
程
を
み
る
こ
と

に
よ
り
、
秀
吉
が
ど
の
よ
う
に
寺
社
領
の
一
元
的
支
配
を
推
し
進
め
た
の
か
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
に
徳
川
政
権
に
引
き
継
が
れ
た
の
か
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
得
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
一
章
　
検
地
の
実
施

第
一
節
　
検
地
の
過
程

豊
臣
政
権
に
よ
る
「
全
国
的
検
地
実
施
の
有
力
な
起
点
」
と
さ
れ
るo

天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
）
の
山
城
国
検
地
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
吉
田
家
を
は
じ
め
と
す
る
公
家
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領
、
お
よ
び
東
福
寺
・
賀
茂
社
・
東
寺
等
の
寺
社
領
に
つ
い
て
の
研
究
が
す
す
め
ら

れ
て
い
る!0

。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
北
野
社
領
の
検
地
が
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
天
正
十
三
年
、
北
野
社
領
に
お
い
て
も
、
指
出
の
提
出
と
検
地
の
実
施
が
行

わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
『
目
代
日
記
』
所
載
の
「
帳
」

に
よ
る
と!1

、
北
野
社
目
代
は
、
こ
の
年
五
月
に
ま
ず
「
西
京
」
に
つ
い
て
の
指
出
を
、

次
い
で
十
一
月
に
「
北
野
・
境
外
」
分
の
指
出
を
作
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
目
代

日
記
』
本
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
み
ら
れ
る
。

十
月
七
日
ヨ
リ
爰
元
け
ん
地
在
レ

之
、
明
月
十
一
月
ニ
よ
と
（
淀
）

に
て
せ
ん
さ
く
有
、

玄

以

（
前
田
玄
以
）

・
一
　
柳
・

（
一
柳
勘
左
衛
門
尉
直
次
）

山

口

（
山
口
甚
兵
衛
）
・

大

野

（
大
野
与
左
衛
門
尉
光
元
）・

松
　
浦

（
松
浦
弥
左
衛
門
尉
重
政
）、
此
衆
奉
行
に
て
、

さ
て
大
さ
か

（
坂
）

へ
皆
々
公
家
門
跡
さ
つ
し
や
う
下
候
て
、
お
い
キ

（

大

息

）

こ
ひ
き

（

小

息

）

を
つ
き

申
候
、
十
三
日
斗
居
申
候
、
国
中
本
所
名
主
な
に
か
な
し
に
か
た
寄
候
て
、
被

レ

渡
候
朱し
ゅ

印
御
出
候
也
、
我
等
も
夜
を
か
け
候
て
下
、
上
下
七
日
ゐ
申
候
、（
中

略
）
さ
て
一
柳
勘
左
衛
門
之
内
大
郎
へ
も
ん
殿
へ
参
、
知
行
方
吉
処
ヲ
御
引
渡

候
て
給
候
へ
由
申
候
て
、
帰
申
候
、
さ
て
ミ
ふ

（
壬
生
）

に
て
野
帳
渡
申
候
、
三
百
石
分

請
取
申
候
所
ハ
西
京
に
て
、
め
う

（
妙
）

心
寺
衆
と
せ
ん
さ
く
在
レ

之
、
子
細
は
下
保

ヲ
初
ニ
寺
へ
取
候
間
、
取
返
し
候
ハ
ん
と
候
て
、
さ
て
取
返
し
す
ま
し
申
候
、

勘
左
衛
門
へ
樽
ハ
ミ
け
う

（

御

教

）

書
一
そ
く
、
又
ど
ん
す

（

緞

子

）

一
ま
き
也
、
そ
う
者
ニ
二
百

文
、
御
ち
の
人
も
御
下
り
候
て
二
日
な
か
ら
下
り
也
、

こ
こ
か
ら
ま
ず
、
十
月
に
北
野
社
領
に
お
い
て
検
地
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
、
そ
こ

で
作
成
さ
れ
た
検
地
帳
と
指
出
と
の
照
合
が
、
十
一
月
に
淀
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ

の
後
公
家
や
他
寺
門
跡
の
雑
掌
と
と
も
に
北
野
社
目
代
も
社
領
給
与
の
朱
印
状
を
も

ら
い
に
大
坂
城
へ
向
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
点
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
後
半
部

分
よ
り
、
こ
の
と
き
北
野
社
に
給
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
「
西
京
」
の
「
三
百
石

分
」
の
下
地
に
つ
い
て
、
妙
心
寺
と
の
間
で
詮
議
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
理
由
は

「
西
京
七
保
」
の
一
部
「
下
保
」
を
妙
心
寺
が
取
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
、
北
野
社

が
西
京
担
当
の
検
地
奉
行
で
あ
る
一
柳
勘
左
衛
門
へ
働
き
か
け
取
り
返
し
た
こ
と
、

が
わ
か
る!2

。

こ
の
の
ち
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
十
一
月
、
天
正
十
七
（
一
五
八
九
）
年
十
月
、

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
九
月
に
も
、「
西
京
」
・
「
北
野
」
の
一
部
に
つ
い
て

「
指
出
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る!3

。
こ
こ
か
ら
検
地
の
実
施
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
北
野

社
知
行
地
の
確
定
は
一
挙
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
段
階
的
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
点
も
多
い
。
た
だ

し
天
正
十
七
年
検
地
に
つ
い
て
は
、『
北
野
社
家
日
記
』
に
、「
一
、
今
日
玄
以
法
印

北
野
あ
た
り
け
ん
地
有
也
」
と
あ
る
よ
う
に!4

、
京
都
所
司
代
で
か
つ
検
地
奉
行
で
あ

っ
た
前
田
玄
以
が
「
北
野
」
の
検
地
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
検

地
を
受
け
て
、「
北
野
境
内
地
子
以
下
永
御
免
き
よ

（
許
）

の
御
し
ゆ
ゐ
ん

（

朱

印

）

」
が
北
野
社
松

梅
院
に
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る!5

。
す
な
わ
ち
検
地
の
実
施
が
、
屋
地
子

徴
収
に
基
づ
く
北
野
社
の
「
境
内
」
支
配
権
を
否
定
す
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
、
天
正
十
九
年
九
月
、
豊
臣
秀
吉
は
北
野
社
の
所

領
・
知
行
高
を
次
の
よ
う
に
確
定
し
た!6

。

知
行
方
目
録

一
、
百
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
藪

一
、
百
四
石
四
斗
六
升
　
　
　
　
　
　
西
京

一
、
九
拾
六
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
林
院
上
野

一
、
百
八
拾
九
石
弐
斗
　
　
　
　
　
　
上
賀
茂

一
、
七
拾
三
石
九
斗
弐
舛
　
　
　
　
　
西
院
村
内

所
々
土
居
堀
成
并
屋
敷
成
替

一
、
卅
七
石
六
斗
三
舛
　
　
　
　
　
　
同
村
内

境
内
屋
敷
成
之
替

合
六
百
弐
石
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右
全
可
二

社
納
一

候
也
、

天
正
十
九
年
九
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
印

（
豊
臣
秀
吉
））

松
梅
院

（

禅

永

）

の
ち
に
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
徳
川
家
康
黒
印
領
知
目
録
・
徳
川
秀
忠
朱
印
社
領
目

録
が
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て!7

、
右
に
示
さ
れ
た
内
容
は
、
近
世
の
北
野
社

領
を
も
規
定
す
る
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
い
ま
右
の
知
行
目
録
を
み
て
注
目
し
た
い
の
は
、

北
野
社
が
「
西
院
村
内
」
に
「
境
内
屋
敷
成
之
替
」
と
し
て
新
た
に
「
三
十
七
石
六

斗
三
升
」
分
の
地
を
、
ま
た
「
所
々
土
居
堀
成
并
屋
敷
成
替
」
と
し
て
「
七
拾
三
石

九
斗
弐
升
」
分
の
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
豊
臣

政
権
に
よ
る
土
居
堀
形
成
に
と
も
な
う
「
西
京
」
を
含
む
所
領
・
屋
敷
地
の
接
収
や
、

後
述
す
る
「
家
立
之
地
子
」
の
代
替
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
わ
せ
て
「
大
藪
」
・

「
雲
林
院
上
野
」
・
「
上
賀
茂
」
の
地
が
知
行
地
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
お
そ

ら
く
は
先
に
ふ
れ
た
「
北
野
境
内
地
子
以
下
永
御
免
き
よ

（
許
）

」
へ
の
代
替
措
置
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
北
野
社
は
、
土
居
堀
形
成
と
検
地
の
実
施
に
よ
り
、
従
来
か
ら

の
社
領
が
「
洛
中
」
へ
と
取
り
込
ま
れ
屋
地
子
免
除
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
わ
り
に
、

こ
れ
ら
の
替
地
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
豊
臣
政
権
は
、
地
子
免
許
を
通
じ
た
町
人
に
対
す
る
一
元
的
支
配
を
、

洛
中
に
く
み
こ
ま
れ
た
北
野
社
領
に
お
い
て
も
展
開
す
る
一
方
、
新
た
な
所
領
を
付

与
す
る
こ
と
で
一
定
度
寺
社
権
力
の
所
領
支
配
を
保
証
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し

右
の
知
行
目
録
か
ら
、
中
世
段
階
で
み
ら
れ
た
北
野
社
の
膝
下
所
領
「
北
野
」
す
な

わ
ち
「
境
内
」
が
外
さ
れ
た
こ
と
は
、「
境
内
」
領
主
北
野
社
の
消
失
を
意
味
す
る
。

よ
っ
て
の
ち
に
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
北
野
社
と
「
境
内
」
の
各
「
町
」
と
の
関
係

は
、
検
地
を
境
に
大
き
く
変
質
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
あ
わ
せ
て
西
京

に
つ
い
て
も
、
こ
の
翌
年
に
「
西
京
七
保
神
人
中
」
宛
の
前
田
玄
以
判
物
が
下
さ
れ
、

「
上
下
住
宅
之
儀
、
如
二

京
都
町
並
一

相
搆
之
状
、
地
子
銭
被
レ

成
二

御
免
除
一

」
と
あ
る

よ
う
に
地
子
免
除
が
な
さ
れ
て
い
る!8

。
し
た
が
っ
て
検
地
の
実
施
は
、
北
野
社
に
よ

る
町
人
・
神
人
支
配
を
大
き
く
制
約
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
点
で
、
や
は
り
画
期

を
な
し
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
節
　
検
地
と
「
家
立
」

と
こ
ろ
で
検
地
に
と
も
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
屋
敷
」
地
に
対
す
る
替
地
の
給

与
は
、
一
方
で
北
野
社
領
に
お
け
る
「
家
立
」
の
促
進
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
前
田
玄
以
が
検
地
に
入
っ
た
直
後
の
天
正
十
七
年
十
月
の
『
北
野
社
家
日

記
』
に
、「
玄
以
法
印
北
野
へ
御
出
候
て
屋
し
き
（
敷
）

取
之
事
ニ
御
入
候
か
、
禅
永

（
松
梅
院
）

ニ

ふ
く
へ

（

福

部

）

殿
よ
り
茶
屋
之
き
り
ま
て
禅
永
ひ
く
わ
ん

（

被

官

）

共
ニ
御
た
て
さ
せ
候
へ
と
山

呂
〔
口
カ
〕

・
玄
以
両
人
被
レ

申
候
也
」
と
あ
り!9

、
こ
の
日
検
地
奉
行
前
田
玄
以
・
山
口
政

弘
の
両
人
が
松
梅
院
禅
永
に
対
し
、
福
部
殿
か
ら
茶
屋
に
い
た
る
道
沿
い
に
、
被
官

人
の
家
を
建
て
さ
せ
る
よ
う
す
す
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
竹
内
門
跡
か
ら
使

者
が
派
遣
さ
れ
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
も
の
の
、
前
田
玄
以
の
指
示
で
禅
永
に
「
屋
敷
」

が
与
え
ら
れ
た
と
い
う@0

。

同
様
の
事
例
は
、
天
正
十
九
年
検
地
の
際
に
も
み
ら
れ
る
。
ま
ず
『
北
野
社
家
日

記
』
天
正
十
九
年
六
月
八
日
条
に
は
、「
一
、
西
京
之
口
新
町
た
ち
申
候
、
地
子

禅
永

（
松
梅
院
）
よ
り
一
圓
ニ
我
等
（
禅
昌
）

ニ
給
候
、
今
日
さ
や
う
ニ
被
レ

仰
候
、
け
ん
た
い

（

兼

帯

）

の
所
の
も

給
由
被
レ

仰
候
、
則

村

播

（
村
井
播
磨
守
長
勝
）を
頼
候
へ
と
の
事
候
」
と
み
え@1

、「
西
京
之
口
」
に

「
新
町
」
が
た
ち
、
そ
の
町
屋
敷
に
賦
課
さ
れ
る
地
子
の
徴
収
権
が
松
梅
院
か
ら
子

息
禅
昌
に
付
与
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
新
町
」
が
実
際
に
「
西
京
」
の
ど

の
あ
た
り
に
形
成
さ
れ
た
「
町
」
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
こ
の
天
正

十
九
年
に
、「
西
京
」
の
一
角
に
複
数
の
町
屋
敷
が
建
て
ら
れ
て
「
町
」
と
な
り
、

そ
の
地
子
取
得
権
を
禅
昌
が
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
同
年
九
月
、「
西
京
右
近
は
は
と
を

（

馬

場

通

）

り
」
・
「
大
将
車〔
軍
〕
の
あ
た
り
」
・

「
経
堂
の
あ
た
り
」
の
「
町
屋
」
の
指
出
提
出
に
際
し@2

、
松
梅
院
と
目
代
・
竹
内
門
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跡
と
で
以
下
の
よ
う
な
争
い
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る@3

。

五
日
、
尾
清
左

（
尾
池
定
安
）

観
音
寺
へ
御
出
也
、
就
レ

其
北
野
経
堂
の
あ
た
り
目
代
存
と
申

家
立
之
地
子
、
松
梅
院
よ
り
御
ふ
ち

（
扶
持
）

ニ
目
代

（
相
模
昭
世
）ニ
被
レ

下
候
へ
と
尾
清
左
〆
侘
言

仕
候
へ
共
、
松
梅
院
か
つ
て
ん

（

合

點

）

不
レ

仕
候
、
松
梅
院
よ
り
替
地
ニ
入
被
レ

取
申

候
也
、
然
者
竹
内
門
跡

（
曼
殊
院
良
恕
親
王
）
よ
り
被
レ

仰
分
候
へ
共
、
少
も
竹
内
殿
御
存
之
所
ニ
て

無
レ

之
候
間
、
進
申
間
敷
由
申
候
て
少
も
不
レ

進
候
、
西
京
馬
場
通
・
大
将
車
〔
軍
〕

の
あ
た
り
、
こ
と

く
く
松
梅
院
地
ニ
て
候
間
則
申
付
、
家
共
こ
と

く

立
さ
セ
申
候
、
則
・

け
ん
地

帳
も
有
レ

之
、
さ
し
出
之
と
め
（
留
）

も
在
レ

之
、（
後
略
）

す
な
わ
ち
目
代
が
指
出
の
提
出
先
と
な
っ
て
い
た
尾
池
定
安
（
所
司
代
下
代
）
に

対
し
、「
経
堂
の
あ
た
り
」
に
新
た
に
建
て
ら
れ
た
家
の
地
子
を
取
得
し
た
い
と
要

請
し
た
と
こ
ろ
、
松
梅
院
は
承
諾
せ
ず
、
門
跡
か
ら
の
申
し
入
れ
に
も
応
じ
な
か
っ

た
と
い
う
。
そ
し
て
松
梅
院
は
、
こ
の
「
家
立
之
地
子
」
に
相
当
す
る
替
地
を
取
得

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
西
京
馬
場
通
・
大
将
軍
付
近
は
す
べ
て
松
梅
院
の
支
配
す
る

地
で
あ
り
、
松
梅
院
の
命
に
よ
り
家
が
建
て
ら
れ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
後
に
続
く
記

事
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
こ
れ
以
前
、
門
跡
が
「
西
京
通
」
の
家
三
軒
分
の
替
地
を
得

よ
う
と
し
た
た
め
、
松
梅
院
と
問
答
と
な
る
一
幕
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
松
梅
院
は

「
西
京
通
」
が
自
ら
の
知
行
地
で
あ
る
こ
と
を
門
跡
に
主
張
し
、
認
め
さ
せ
る
と
と

も
に
、
検
地
を
要
請
し
て
替
地
を
取
得
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
翌
日
条
に
よ
れ
ば
、

「
西
京
馬
場
通
知
行
屋
地
子
高
」
は
「
五
十
六
石
余
」
に
及
ん
だ
と
い
う@4

。

こ
の
よ
う
に
「
家
立
」
が
豊
臣
政
権
の
了
承
の
も
と
で
促
進
さ
れ
る
一
方
、
政
権

側
は
ま
た
北
野
社
境
内
に
住
民
規
制
を
し
く
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

『
北
野
社
家
日
記
』
天
正
十
九
年
八
月
十
・
十
一
日
条
に
、「

村
播
・

（
村
井
播
磨
守
長
勝
）

成
法

（
吉
田
浄

〔
盛
方
〕

慶
）院
・
森

村
、
禅
永
所
へ
夜
中
ニ
御
出
也
、
宮
木

（
忠
兵
衛
）

殿
・
宗
兵

〔
惣
〕

殿
よ
り
村
播
迄
御
こ
と
つ
て
ニ

て
屋
敷
共
ニ
ほ
う

（
奉
）

公
人
家
立
申
事
き
ん
セ
い

（

禁

制

）

の
由
、
た
し
か
に
御
申
候
」、「
禅
永
よ

り
宮
木
殿
・
宗
兵

〔
惣
〕

衛
殿
へ
人
を
被
レ

遣
候
、
町
の
ほ
う
公
人
家
い
よ

く
か
た
く
被
二

仰
付
一

候
て
給
候
へ
と
御
申
候
て
人
を
被
レ

遣
候
」
と
み
え
、
武
家
奉
公
人
が
北
野
社

「
町
」
内
に
お
い
て
「
家
立
」
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
す
で
に
天
正
十
六
年

（
一
五
八
八
）
に
冷
泉
町
で
武
家
奉
公
人
へ
の
家
屋
敷
売
買
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
を

は
じ
め@5

、
近
世
京
都
の
町
で
は
幕
府
の
法
度
を
遵
守
す
る
か
た
ち
で
武
士
へ
の
家
屋

敷
譲
渡
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
禁
制
は
町
に
お
け
る
身
分
・
職
業
規
制
と

し
て
の
意
義
を
持
っ
た
と
い
い@6

、
北
野
社
領
に
お
い
て
も
町
人
身
分
と
武
士
身
分
の

混
在
を
避
け
る
た
め
、
右
の
よ
う
な
禁
制
が
し
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
検
地
の
過
程
を
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
天
正
十
三
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
豊
臣
政
権
に
よ
る
検
地
の
結
果
、

「
北
野
」
・
「
西
京
」
に
お
け
る
北
野
社
の
屋
地
子
徴
収
権
は
否
定
さ
れ
た
。

②

そ
の
一
方
、
替
地
が
設
定
さ
れ
た
た
め
に
、
領
内
の
宅
地
化
が
促
進
さ
れ
た
。

た
だ
し
そ
の
際
、
武
家
奉
公
人
が
家
を
建
て
て
居
住
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
過
程
に
お
い
て
、
豊
臣
政
権
が
特
に
竹
内

門
跡
で
は
な
く
松
梅
院
に
権
限
を
集
中
さ
せ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
ふ
れ
て
き
た
「
新
町
」
や
「
家
立
」
の
地
子
が
、
松
梅
院
に
付
与
さ
れ
て

い
る
点
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
天
正
十
九
年
六
月
、
前
田
玄
以
が

松
梅
院
に
対
し
、「
と
か
く
北
野
ハ
松
梅
院
次
第
」
で
あ
る
と
述
べ
、
人
足
役
の
賦

課
や
「
西
京
出
口
之
地
子
」
の
知
行
等
を
松
梅
院
に
許
可
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る@7

。

そ
も
そ
も
豊
臣
政
権
と
北
野
社
と
は
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
「
北
野
大

茶
湯
」
の
開
催
や@8

、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
・
十
八
年
の
病
気
平
癒
祈
願
に
と

も
な
う
寄
進
な
ど
を
通
じ
、
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た@9

。
加
え
て
当
該
期
『
北
野
社
家

日
記
』
の
記
主
禅
昌
の
「
シ
ウ
ト
」
は
、
京
都
所
司
代
前
田
玄
以
の
「
下
奉
行
」
・

北
野
社
「
取
次
」
村
井
長
勝
で
あ
っ
た#0

。
さ
ら
に
禅
昌
の
父
禅
興
は
娘
を
豊
臣
秀
次

の
妾
と
し
て
お
り
、
そ
の
子
が
秀
次
切
腹
後
に
処
刑
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
松

梅
院
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
〜
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
八
月
ま
で
「
牢
籠
」
す

る
事
態
と
な
っ
て
い
る#1

。
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し
た
が
っ
て
、
検
地
に
お
け
る
豊
臣
政
権
の
松
梅
院
優
遇
策
は
、
こ
の
よ
う
な
姻

戚
関
係
に
基
づ
く
松
梅
院
と
秀
吉
政
権
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ

れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
豊
臣
政
権
が
、

「
洛
中
」
の
「
町
」
の
場
合
の
よ
う
に
直
接
町
人
を
掌
握
す
る
に
至
ら
な
い
ま
で
も
、

松
梅
院
を
通
じ
、
一
元
的
に
北
野
社
と
そ
の
社
領
を
掌
握
し
う
る
し
く
み
を
形
成
し

た
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
い
え
よ
う#2

。

第
二
章
　
「
町
」
の
成
立
と
北
野
社

第
一
節
　
「
町
」
の
成
立

前
章
に
お
い
て
は
、
豊
臣
政
権
に
よ
る
検
地
の
展
開
過
程
を
み
た
が
、
本
章
で
は

特
に
検
地
前
後
に
お
け
る
北
野
社
「
境
内
」
の
「
町
」
と
支
配
権
力
と
の
関
係
を
み

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
地
が
も
た
ら
し
た
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
う
。
こ
こ
で
い
う
「
境
内
」
と
は
、
中
世
よ
り
「
北
野
」
或
い
は
「
北
野
境
内
」

と
表
記
さ
れ
、
北
野
社
本
殿
を
中
心
と
し
て
南
東
に
広
が
る
空
間
を
さ
し
て
い
る
。

近
世
の
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
成
立
の
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
所
載
「
洛

中
洛
外
神
社
祭
禮
之
事
」
の
「
北
野
天
満
宮
社
」
の
項
に
は
、

東
西
凡
四
町
半

氏
子
境
内
　南

北
凡
七
町
半

と
み
え
、
お
お
よ
そ
の
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る#3

。

こ
の
よ
う
な
「
北
野
」
が
、「
西
京
」
よ
り
も
家
屋
の
多
く
存
在
す
る
地
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
戦
国
期
北
野
社
領
の
闕
所
検
断
及
び
家
屋
売
買
の
事
例
が
「
北
野
」
に

集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る#4

。
そ
の
数
は
、『
目
代
日
記
』

明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
九
月
二
〇
日
条
に
、「
一
、
い
の
ふ
ち
く
せ
ん
か
ミ

（

飯

尾

筑

前

守

種

貞

）

と
の
ヨ

リ
北
野
内
悉
々
む
ね
数
を
し
る
さ
れ
候
、
松
梅
ゐ
ん
ヨ
リ
成
孝

（
公
文
承
仕
）、
又
政
所
承
仕
た
い
（
代
）

ニ
目
代
罷
出
候
、
悉
々
む
ね
を
し
る
し
候
也
、
む
ね
数
二
百
五
十
九
あ
り
」
と
あ
る

よ
う
に
、
戦
国
期
に
は
二
百
五
十
九
軒
を
数
え
た
。
江
戸
初
期
の
『
洛
中
絵
図
』
が

描
く
「
西
京
」
に
畠
地
の
多
い
こ
と
な
ど
を
も
ふ
ま
え
る
な
ら
ば#5

、「
西
京
」
が
江

戸
期
に
お
い
て
も
農
村
的
景
観
の
残
る
場
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
北
野
」
は
早
く

か
ら
家
屋
の
密
集
す
る
都
市
的
景
観
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
「
北
野
」
に
お
い
て
は
、
す
で
に
十
五
世
紀
の
段
階
で
「
町
」
の
代
表
者
で

あ
る
「
町
々
老お

と
な
」
が
存
在
し
、
町
内
に
お
け
る
治
安
維
持
の
責
任
を
担
っ
て
い
た

こ
と
な
ど
が
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る#6

。
す
な
わ
ち
戦
国
期
の
「
北
野
」

に
お
い
て
は
、「
境
内
」
で
の
博
奕
禁
止
に
あ
た
り
、
地
下
人
同
士
で
黙
認
し
た
場

合
に
は
「
町
々
老
」
に
罪
科
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た#7

。
ま
た
室
町
幕
府

か
ら
北
野
社
境
内
に
対
し
禁
令
が
下
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
北
野
内
地
下
人
を
と
な
」

が
北
野
社
よ
り
召
し
寄
せ
ら
れ
、
通
達
を
受
け
て
い
る#8

。

さ
ら
に
犯
罪
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、「
町
」
か
ら
の
注
進
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
た
。
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
六
月
、「
か
い
川
（
紙
屋
川
）」
の
町
人
が
等
持
院
領

の
瓜
を
盗
ん
だ
と
し
て
等
持
院
か
ら
訴
え
ら
れ
た
際
、
竹
内
門
跡
・
松
梅
院
と
も
に
、

盗
人
に
つ
い
て
町
か
ら
の
注
進
が
な
い
の
を
訝
し
が
り
、
目
代
・
公
文
承
仕
を
通
じ

町
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
目
代
に
呼
び
出
さ
れ
た
の
は
、「
か
い

川
の
お
と
な
こ
う
や
の
さ
へ
も
ん
五
郎
」
で
あ
り
、「
さ
へ
も
ん
五
郎
」
は
、「
し
か

と
ぬ
す
人
の
事
を
ハ
ち
や
う

（

町

）

に
も
し
ら
す
候
よ
し
」
返
答
し
た
。
そ
の
後
目
代
ら
が

盗
人
の
家
を
検
封
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、「
さ
へ
も
ん
五
郎
」
は
、
盗
人
の
主
人

で
あ
る
小
畠
七
郎
衛
門
の
了
解
を
得
て
い
な
い
と
し
て
、
家
を
自
分
に
預
け
る
よ
う

申
し
出
て
、
松
梅
院
の
了
解
を
得
て
実
際
に
家
を
預
け
ら
れ
て
い
る#9

。
結
局
こ
の
一

軒
は
北
野
社
と
等
持
院
と
の
間
で
和
解
が
成
立
し
落
着
し
た
も
よ
う
で
あ
る
が$0

、
闕

所
検
断
の
場
に
お
け
る
「
老
」
を
中
心
と
し
た
町
の
役
割
と
、
そ
の
裏
側
に
町
の
自

治
の
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

南
ハ
大
将
軍
村
際

北
ハ
神
明
町
限

東
ハ
七
本
松
通

西
ハ
御
土
居
限
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こ
の
よ
う
に
十
五
世
紀
以
降
の
「
北
野
」
に
お
い
て
は
、「
老
」
を
中
心
と
し
た

「
町
」
組
織
が
た
し
か
に
存
在
し
、
北
野
社
は
「
老
」
を
通
じ
町
の
統
制
を
は
か
っ

て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
闕
所
や
家
屋
売
買
に
お
け
る
住
宅
地
点
表
示
を
み
る
と$1

、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
今
少
路
」
・
「
南
少
路
」
な
ど
、
町
名
で
は
な
く
通
り
名
で

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
し
た
が
っ
て
戦
国
期
段
階
に
お
け
る
北
野
境

内
の
「
町
」
と
は
、
通
り
を
は
さ
ん
だ
「
両
側
町
」
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
個

別
町
名
を
明
確
に
帯
び
て
い
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
。
少
な
く
と
も
領
主
北
野

社
は
、
特
定
の
区
域
に
個
別
に
町
名
を
付
し
て
町
人
を
把
握
・
支
配
す
る
体
制
を
と

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
意
味
で
、「
〜
町
」
と
い
う
形
で
明
確
に
各
町
の
名
が
現
れ
る
も
っ
と

も
早
い
例
が
、
管
見
の
限
り
、
実
は
検
地
の
実
施
さ
れ
た
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）

の
こ
と
で
あ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
北
野
社
家
日
記
』
九
月
六
日
条
に
、

「
六
日
、
天
気
快
晴
、
尾
清
左

（
尾
池
定
安
）

へ
さ
し
出
帳
共
遣
、（
中
略
）
今
日
清
左
ミ
ふ
（
壬
生
）

御
越
ニ

て
持
遣
也
、
馬
く
う
町

〔
ら
脱
カ
〕

も
松
梅
院
よ
り
さ
し
出
さ
せ
申
候
也
」
と
み
え
る
、「
馬
喰

町
」
の
事
例
が
最
も
早
い
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る$2

。
こ
の
よ
う
に
町
名
が
検
地
の
指

出
に
関
連
す
る
記
事
の
中
に
見
出
さ
れ
は
じ
め
る
こ
と
と
、
こ
の
の
ち
慶
長
年
間
に

至
っ
て
よ
う
や
く
北
野
社
関
係
史
料
に
本
格
的
に
「
町
」
名
が
現
れ
る
は
じ
め
る
こ

と
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
検
地
を
契
機
と
し
て
、
中
世
来
の
「
町
」
共
同
体

を
基
礎
と
し
た
「
町
」
組
織
の
整
備
・
把
握
が
、
豊
臣
政
権
及
び
北
野
社
に
よ
っ
て

す
す
め
ら
れ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
慶
長
年
間
以
降
の
『
北
野
社
家
日
記
』
を
み
て
い
く
と
、
今
小
路
町
・
柳

町
・
神
明
町
・
眞
盛
町
・
紙
屋
川
町
・
毘
沙
門
町
・
馬
喰
町
を
、「
在
所
」
或
い
は

「
北
野
惣
中
」
と
よ
ぶ
例
が
多
く
み
ら
れ
る$3

。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
町
が
、
基
本

的
に
「
北
野
境
内
」
を
構
成
す
る
「
町
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
１
参
照
）。

そ
し
て
こ
れ
ら
各
町
の
統
轄
者
と
し
て
、「
年
寄
」
二
名
が
存
在
し
た
。
例
え
ば
『
北

野
社
家
日
記
』
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
六
月
十
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

一
、
柳
町
勘
四
郎
今
度
宮
仕
に
や
と

（
雇
）

ハ
れ
、
臺
所
人
に
参
候
、
喧
嘩
ノ
時
ハ

に（
逃
）
け
申
由
申
、
当
坊
披
官

〔
被
〕

ニ
罷
成
候
由
申
間
、
松
田
勝
右
衛
門
尉
ニ
申
、

上
意
得
た（
助
）す
け
申
、
勝
右
衛
門
尉

両
人
使
そ
へ
柳
町
年
寄
二
人
そ
ハ
り

勘
四
郎
つ
れ
て
礼
ニ
来
、
則
当
坊
相
候

〔
會
〕

て
様
躰
申
渡
、
忝
由
申
、
今晩

夕

立
、

宮
仕
に
よ
り
「
臺
所
人
」
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
た
柳
町
の
勘
四
郎
な
る
人
物
が
、

松
梅
院
の
被
官
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
年
四
月
、
北
野

社
妙
蔵
院
が
宮
仕
に
襲
撃
・
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
勘
四
郎
も
ま
た
襲

撃
し
た
一
味
の
一
人
で
あ
っ
た$4

。
そ
の
後
五
月
に
宮
仕
四
人
が
斬
首
と
な
っ
た
際
、

勘
四
郎
は
被
官
に
な
る
の
で
助
け
て
ほ
し
い
と
松
梅
院
に
懇
願
し
て
お
り$5

、
右
の
史
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料
で
松
梅
院
が
京
都
所
司
代
松
田
政
行
と
交
渉
し
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
動
き
を
受

け
て
の
こ
と
で
あ
る$6

。
結
果
勘
四
郎
は
助
か
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
礼
に
松
田
の

使
者
と
本
人
、
そ
し
て
「
柳
町
年
寄
二
人
」
が
松
梅
院
の
も
と
へ
訪
れ
た
と
い
う
の

が
こ
と
の
顛
末
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
町
人
」
の
検
断
事
項
に
か
か
わ
っ
て
「
年
寄
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と

は
、「
境
内
」
の
治
安
維
持
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
戦
国
期
の
「
老
」
の
役
割
に
共

通
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）、
北
野
境
内
に
あ
る
西

芳
寺
に
入
っ
た
「
す
り
」
を
町
で
捕
ら
え
た
際
に
も
、「
町
ノ
年
寄
」
が
松
梅
院
被

官
・
目
代
と
と
も
に
京
都
所
司
代
下
代
の
葛
西
長
弘
の
も
と
を
訪
れ
て
お
り$7

、
や
は

り
「
年
寄
」
は
「
老
」
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
他
、

次
節
で
み
る
よ
う
に
近
世
期
に
入
っ
て
領
主
北
野
社
か
ら
「
境
内
人
足
役
」
が
各
町

に
賦
課
さ
れ
る
際
に
も
、「
年
寄
」
を
通
じ
て
徴
発
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
年
始
に
あ

た
っ
て
は
、「
一
、
心〔
眞
盛
〕西
町
中

礼
ニ
年
寄
来
、
三
十
疋
持
来
」
・
「
一
、
地
家
町

之
年
寄
共
礼
ニ
来
、
三
十
疋
持
来
」
と
あ
る
よ
う
に$8

、「
町
」
を
代
表
し
て
「
年
寄
」

が
松
梅
院
の
も
と
を
訪
れ
た
。

第
二
節
　
松
梅
院
の
「
町
」
支
配

以
上
の
よ
う
な
「
老
」
そ
し
て
「
年
寄
」
を
統
括
者
に
お
く
「
町
」
共
同
体
の
あ

り
方
を
み
た
上
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、
北
野
社
と
「
町
」
と
の
関
係
で
あ

る
。
ま
ず
検
地
以
前
、
す
な
わ
ち
戦
国
期
ま
で
の
町
と
北
野
社
と
の
関
係
を
み
て
み

る
と
、
北
野
社
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
町
支
配
に
の
ぞ
ん
で
い
た
の
か
明
ら
か
と

な
る
局
面
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
前
稿
を
ふ
ま
え
て
述
べ
る
な
ら
ば$9

、
主
と
し
て

北
野
社
は
町
の
住
人
に
対
す
る
屋
地
子
徴
収
と
闕
所
検
断
権
を
通
じ
、
領
主
権
を
行

使
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
境
内
に
お
け
る
家
売
買
に
際
し
て
は
、
町

人
に
よ
る
家
屋
処
分
権
を
一
定
度
認
め
つ
つ
も
、
売
買
を
通
じ
家
屋
が
境
外
へ
流
出

し
て
い
く
こ
と
を
厳
し
く
規
制
し
、
社
領
内
の
移
動
で
完
結
す
る
売
買
の
み
を
認
め

て
い
た
。

し
か
し
北
野
社
領
に
お
け
る
闕
所
検
断
権
行
使
の
事
例
は
、
永
禄
年
間
以
降
ほ
と

ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
り%0

、
山
城
国
検
地
が
開
始
さ
れ
た
の
と
同
じ
天
正
十
三
年
（
一

五
八
五
）
に
、
秀
吉
に
よ
り
京
都
所
司
代
が
確
立
さ
れ
る
と%1

、
寺
社
の
検
断
権
も
制

約
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く%2

。
そ
の
後
所
司
代
機
能
が
分
割
さ
れ
た
の
ち%3

徳
川
政

権
期
に
入
る
と
、
領
内
犯
科
人
の
家
を
破
却
・
沽
却
す
る
と
い
う
中
世
来
の
闕
所
検

断
の
あ
り
方
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る%4

。
そ
し
て
犯
罪
が
発
生
し
た
際
に
は
、

町
か
ら
北
野
社
へ
の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
北
野
社
と
町
と
の
双
方
が

所
司
代
に
届
け
出
て
、
所
司
代
及
び
家
康
の
指
示
を
仰
ぎ
犯
科
人
を
処
罰
す
る
方
式

が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た%5

。

こ
の
よ
う
な
領
主
検
断
権
の
消
失
は
、
検
地
に
と
も
な
う
地
子
免
許
に
起
因
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
章
で
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
天
正
十
七
年
（
一
五

八
九
）
検
地
の
の
ち
、
北
野
社
境
内
は
秀
吉
の
朱
印
状
に
よ
り
地
子
免
許
の
地
と
な

り
、
北
野
社
の
屋
地
子
徴
収
権
は
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
境
内
に
住
む
家

持
の
町
屋
敷
所
有
を
保
証
す
る
意
味
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
北
野
社
の
町
屋
敷
に
対

す
る
支
配
は
否
定
さ
れ
、
町
に
と
っ
て
北
野
社
は
も
は
や
か
つ
て
の
よ
う
な
「
領
主
」

と
は
い
え
な
い
存
在
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
天
正
十
七

年
段
階
の
、
北
野
社
境
内
に
お
け
る
地
子
免
許
政
策
の
展
開
は
、
著
名
な
天
正
十
九

年
（
一
五
九
一
）
九
月
の
洛
中
地
子
免
許
に
先
行
す
る
動
き
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
天
正
十
九
年
洛
中
地
子
免
許
は
、
禁
裏
と
統
一
政
権
の
賦
課
す
る
町

人
足
役
の
負
担
者
を
析
出
し
、「
町
人
」
身
分
の
確
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た%6

。

こ
こ
で
地
子
免
許
と
町
人
足
役
賦
課
と
の
関
係
を
、
北
野
社
境
内
の
場
合
に
お
い

て
み
る
な
ら
ば
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
の
頃
か
ら
「
境
内
人
足
役
」
に
関
す
る

史
料
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
両
者
は
密
接
な
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
人
足
役
を
賦
課
し
た
も
の
が
、
禁
裏
・
統
一
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政
権
で
な
く
、
北
野
社
松
梅
院
で
あ
っ
た
点
が
洛
中
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ

の
内
容
は
主
と
し
て
境
内
の
普
請
で
あ
り
、
普
請
に
と
も
な
い
縄
や
馬
の
供
出
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
慶
長
四
年
三
月
の
法
華
堂
造
営
に
際
し
て
は
、「
大
津

ヨ
リ
法
華
堂
ノ
う
ハ
ふ
き

（

上

葺

）

さ
わ榑

ら
来
、
今
日
取
よ
セ
申
、
今
少
路
・
紙
屋
川
人
足
・

馬
遣
也
」
と
あ
る
よ
う
に%7

、
今
小
路
町
・
紙
屋
川
町
が
人
夫
・
馬
を
負
担
し
て
い
る
。

ま
た
『
北
野
社
家
日
記
』
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
七
月
二
十
三
日
条
に
は
、
次
の

よ
う
に
み
え
る
。

一
、
北
野
在
所
中
不
レ

残
人
足
申
付
、
当
社
西
ノ
方
つ
ゝ
ミ
、
綸
〔
輪
〕

蔵
ノ
南
ノ
垣

已
下
悉
申
付
、
ほ
り
き
り
・
垣
い
か
に
も
よ
く
仕
候
、
則
小
畠
奉
行
ニ
出
、

目
代
も
出
候
へ
と
申
付
、
其
子
細
ハ
社
中
廻
枝
葉
き
り
候
故
也
、

一
、
北
野
人
足
一
人
も
竹
内
門
跡
ハ
御
使
無
レ

之
候
、
其
外
目
代
な
と
申
事
聞

候
ハ
ヽ
曲
事
と
申
付
也
、

一
、
普
請
縄
已
下
在
所
家
な
ミ
に
出
候
へ
と
申
付
、

北
野
社
西
方
の
堤
と
輪
蔵
の
南
の
垣
の
普
請
に
際
し
、「
北
野
在
所
中
」
に
人
足

役
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
普
請
に
際
し
、「
縄
」

が
各
家
か
ら
徴
発
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
北
野
社
に
お
い
て
人
足
役
賦
課
の
権
限
を
持

っ
て
い
る
の
は
松
梅
院
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
う
か
が
え
る
。

戦
国
期
の
境
内
に
お
け
る
闕
所
検
断
に
際
し
、
松
梅
院
の
み
な
ら
ず
門
跡
か
ら
も

公
人
（
目
代
）
が
派
遣
さ
れ
、
門
跡
と
松
梅
院
と
で
得
分
を
折
半
し
て
い
た
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
以
前
の
境
内
支
配
は
松
梅
院
と
門
跡
双
方
で
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
た%8

。
ま
た
社
殿
造
営
に
つ
い
て
も
、
別
に
造
営
奉
行
職
が
存
在
し
、

そ
の
相
伝
は
必
ず
し
も
松
梅
院
の
独
占
と
は
な
ら
な
か
っ
た%9

。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
門
跡
に
よ
る
人
足
役
賦
課
を
排
除
す
る
形
で
松
梅
院
が
人
足
役

を
賦
課
し
て
い
る
の
は
、
検
地
に
お
け
る
地
子
取
得
権
限
の
掌
握
と
あ
わ
せ
、
松
梅

院
の
権
限
集
中
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
松
梅
院
に
よ

る
人
足
役
賦
課
を
保
障
し
た
の
は
、
豊
臣
政
権
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
同
じ
く
『
北

野
社
家
日
記
』
慶
長
五
年
五
月
十
八
日
条
に
は
、

一
、
今
日
徳
善
院
殿

（
前
田
玄
以
）

へ
北
野
境
内
夫
役
従
二

前

一

免
除
之
上
者
、
当
坊
ニ
相
つ

か
ひ
申
候
へ
と
の
御
折
帋
被
レ

下
候
様
ニ
と
申
候
へ
者
、
則
被
レ

下
、
北
野

境
内
人
足
松
梅
院
末
代
使
申
候
也
、
御
折
帋
ノ
安

〔
案
〕

文
則
寫
置
也
、
北
野
境

内
夫
役
、
従
二

前

一

其
沙
汰
不
レ

及
之
旨
承
届
、
従
二

先
年
一

令
二

免
除
一

畢
、

と
み
え
、
こ
の
と
き
、
公
儀
か
ら
の
境
内
夫
役
が
免
除
さ
れ
る
か
わ
り
に
松
梅
院
が

人
足
を
用
い
て
も
よ
い
と
の
所
司
代
前
田
玄
以
の
折
紙
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ

が
「
前
々
」
か
ら
の
夫
役
免
除
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
数
日
後
の
日
記
に
、「
境
内
町
並
不
レ

残
当
坊
人
足
ニ
出
候
へ
と
徳
善

院

の
折
帋
ミ
せ
申
、
年
寄
共
畏
由
申
」
と
み
ら
れ
る
よ
う
に^0

、
折
紙
の
内
容
は
各

町
の
年
寄
を
通
じ
町
へ
と
通
達
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
公
儀
よ
り
人
足
役
賦
課
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
松
梅
院
は
、
社

殿
と
そ
の
周
辺
の
普
請
の
際
に
人
足
役
を
賦
課
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
坊
の
掃
除

や
餅
つ
き
等
に
際
し
て
も
人
足
役
を
賦
課
し
て
い
る^1

。
そ
し
て
境
内
で
殺
人
の
あ
っ

た
際
に
、
所
司
代
被
官
の
「
奉
行
衆
」
ら
を
し
て
「
当
坊
■ハ

所
之
御
地
頭
ハ
奉
行
之

事
候
間
、
在
所
・
宮
仕
何
も
ふ
し
ん

（

不

審

）

成
者
候
ハ
ヽ
、
当
坊
様
迄
先
申
上
候
へ
と
御
ふ

れ
候
へ
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
よ
う
に^2

、
境
内
の
治
安
維
持
を
統
轄
す
る
の
も
ま
た

松
梅
院
の
役
目
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
松
梅
院
へ
の
権
限
集
中
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
竹
内
門
跡
と
の
確
執

を
招
く
こ
と
と
な
り
、
こ
の
の
ち
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
は
、
近
衛
信
尹
・
八

条
宮
智
仁
親
王
ら
が
両
者
の
調
停
に
乗
り
出
す
事
態
と
な
っ
て
い
る^3

。
し
か
し
松
梅

院
は
、「
従
レ

昔
北
野
境
内
ハ
神
事
奉
行
申
付
来
候
、（
中
略
）
境
内
町
屋
悉
人
足
等

地
子
免
除
、
何
も
従
二

往
古
一

松
梅
院
存
知
来
数
通
御
朱
印
・
折
有
レ

之

〔
紙
脱
カ
〕

、
社
頭
造

榮
〔
營
〕

・
社
中
諸
法
以
下
悉
神
事
奉
行
従
二

往
古
一

松
梅
院
申
付
来
證
文
有
レ

之
、（
中
略
）

新
義
ニ
境
内
御
存
知
有
度
と
の
儀
ハ
、
中
々
同
心
不
レ

仕
候
」
と
述
べ
、「
中
な
を
し
」

に
応
じ
な
か
っ
た^4

。
そ
の
後
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
、
所
司
代
板
倉
勝
重
と
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片
桐
且
元
の
仲
裁
に
よ
り
漸
く
両
者
の
間
で
和
解
が
成
立
し
、
松
梅
院
が
九
年
間
欠

い
て
い
た
竹
内
門
跡
へ
の
「
年
頭
之
御
礼
」
を
行
う
か
わ
り
に
、
松
梅
院
に
よ
る

「
北
野
境
内
惣
町
屋
人
足
」
・
「
一
條
路

下
松
原
、
其
外
当
坊
堀
向
ノ
土
居
松
原
」

の
知
行
、
造
営
奉
行
の
相
続
と
「
古
宮
・
古
道
具
・
遷
宮
」
の
支
配
が
改
め
て
確
認

さ
れ
て
い
る^5

。

し
か
し
境
内
支
配
や
造
営
奉
行
の
相
伝
等
が
、「
従
二

往
古
一

」
松
梅
院
に
独
占
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

豊
臣
政
権
に
つ
い
で
徳
川
政
権
も
ま
た
、
松
梅
院
に
諸
権
限
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
松
梅
院
を
通
じ
た
北
野
社
及
び
北
野
社
境
内
の
一
元
的
掌
握
を
は
か
っ
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
松
梅
院
の
権
限
の
拠
り
所
と
な
っ
た
も
の

と
は
、
近
世
松
梅
院
の
保
持
し
た
「
神
殿
大
預
職
」
・
「
神
事
奉
行
職
」
・
「
公
文

職
」
の
う
ち
で
も
、
特
に
「
神
事
奉
行
職
」
で
あ
り
、「
神
事
奉
行
」
松
梅
院
が
い

わ
ば
政
権
か
ら
の
委
任
に
よ
っ
て
人
夫
役
を
賦
課
す
る
状
況
に
あ
っ
た^6

。

第
三
章
　
「
町
」
の
展
開

第
一
節
　
人
足
役
の
展
開

こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
北
野
社
境
内
は
、
豊
臣
政
権
の
も
と
で
地
子
免
除
が
果

た
さ
れ
た
一
方
、
松
梅
院
の
人
足
役
賦
課
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
旧
領
主
に

よ
る
人
格
的
支
配
を
残
存
さ
せ
た
ま
ま
近
世
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
地

子
免
除
に
よ
っ
て
領
主
支
配
が
否
定
さ
れ
、「
町
」
の
自
治
を
前
提
と
し
つ
つ
公
儀

よ
り
「
町
人
足
役
」
を
賦
課
さ
れ
た
洛
中
の
町
の
あ
り
方
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
旧
領
主
に
よ
る
支
配
の
残
存
し
た
近
世
初
期
の
北
野

社
境
内
に
お
い
て
、
具
体
的
に
町
と
旧
領
主
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
町
の

自
治
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
公
儀
と
町
、
或
い
は
北
野
社
と
町
の
関
係
を
う
が
わ
せ

る
、『
北
野
社
家
日
記
』
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
十
一
月
二
十
九
日
条
の
次
の
よ
う

な
記
事
で
あ
る
。

一
、
当
坊
内
府
様

（
徳
川
家
康
）

二
條
ノ
御
屋
敷
松
・十
本

植
・候
へ

と
て
当
郷
人
足
御
や
と
い
也
、
即

申
付
出
、
目
代
請
取
而
来
、
申
付
候
ハ
ん
と
申
、
当
郷
人
足
申
ハ
、
昔
ヨ

リ
目
代
な
と
竹
門
か
ら
と
て
当
郷
ノ
人
足
ふ
れ
申
た
る
た
め
し
有
間
敷

候
、
中

返
答
も
不
レ

申
候
由
当
郷
ノ
者
共
申
、
松
梅
院

被
二

仰
付
一

候

ハ
ヽ
可
二

罷
出
一

候
由
申
間
、
則
松
田
勝
右
（
政
行
）

又
板
倉
四
郎
（
勝
重
）

右
衛
門
尉
殿
へ
も

申
候
て
、
当
坊如

例
申
付
、
公
家
な
と
へ
御
や
と
い
候
事
、
只
今
は
し
め
に

て
候
、
已
来
御
免
除
可
レ

在
之
由
ニ
て
候
間
、
此
度
者
書
物
共
候
へ
共
、

出
申
由
申
渡
、
又
此
後
御
屋
敷
か
べ
下
地
つ
き
候
へ
と
て
人
足
御
さ
し
候

へ
共
、
当
坊
御
奉
行
衆
へ
書
物
共
懸
二

御
目
一

御
免
候
也
、
松
勝
右
ハ
御
腹

立
候
へ
共
、
四
郎
右
衛
門
尉
殿
ヘ
理
申
、
相
濟
申
候
也
、
則
在
所
柳
町
・

神
明
町
・
紙
屋
川
町
・
ひ
し
や
も
ん

（

毘

沙

門

）

町
、
此
町
共
当
坊
へ
礼
ニ
来
、
当
坊

様
ノ
い
つ
れ
も
御
被
官
ニ
て
候
間
、
当
坊
ノ
御
用
の
外
ニ
ハ
、
与

〔
餘
〕

所
へ

は
し
た
か
ひ
申
ま
し
き
由
申
、
各
忝
由
申
、
当
坊
へ
お
け
樽
二
ツ
・
も
ち

二
重
・
大
鯛
二
ま
い
持
来
、
そ
れ
を
当
坊
廣
間
に
て
た
へ
候
て
歸
申
候
、

目
代
は
ち
を
か
き
、
其
上
昔

な
き
例
申
間
、
曲
事
と
申
出
、
徳
善
（
前
田
玄
以
）院

折
帋
も
二
通
迄
有
、

は
じ
め
に
徳
川
家
康
が
造
営
中
の
二
条
城
に
松
を
植
え
る
た
め
、「
当
郷
」
の
人

足
を
雇
う
と
の
命
令
書
を
出
し
た
こ
と
、
そ
れ
を
北
野
社
目
代
が
受
け
取
っ
て
「
当

郷
」
へ
命
じ
た
が
、「
当
郷
ノ
者
」
た
ち
は
目
代
・
竹
内
門
跡
か
ら
人
足
賦
課
に
関

す
る
命
令
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
松
梅
院
に
訴
え
出
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
い
う
「
当
郷
」
と
は
す
な
わ
ち
、
後
半
部
に
み
え
る
「
在
所
」
の
「
柳
町
・

神
明
町
・
紙
屋
川
町
・
ひ
し
や
も
ん

（

毘

沙

門

）

町
」
の
各
町
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
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た
町
か
ら
の
申
し
出
を
受
け
、
松
梅
院
は
、
所
司
代
松
田
政
行
・
板
倉
勝
重
に
事
情

を
説
明
し
た
。
そ
の
結
果
、
公
家
等
が
北
野
社
境
内
よ
り
人
足
を
雇
う
例
は
初
め
て

で
あ
り
、
人
足
役
賦
課
を
松
梅
院
に
認
め
た
「
書
物
」
も
存
在
す
る
が
、
人
足
雇
用

に
応
じ
る
こ
と
に
落
ち
着
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
後
再
度
人
足
の

催
促
が
あ
っ
た
た
め
、
松
梅
院
は
所
司
代
に
「
書
物
」
を
見
せ
免
除
さ
れ
た
と
い
う^7

。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
松
梅
院
の
対
処
に
「
在
所
」
の
町
人
た
ち
は
感
謝
し
、
自
分
た

ち
を
松
梅
院
の
「
御
被
官
」
で
あ
る
と
述
べ
、
酒
や
餅
・
大
鯛
を
届
け
る
と
と
も
に
、

松
梅
院
の
坊
の
広
間
で
松
梅
院
と
と
も
に
こ
れ
ら
を
食
し
て
い
る
。

こ
の
事
例
か
ら
ま
ず
、
徳
川
政
権
初
期
に
お
い
て
も
、
政
権
側
の
対
応
に
多
少
の

混
乱
は
み
ら
れ
る
に
せ
よ
、
基
本
的
に
北
野
社
境
内
の
町
に
人
足
役
を
賦
課
し
得
る

の
は
、
公
儀
で
も
門
跡
で
も
な
く
松
梅
院
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る^8

。
そ
し
て
公
儀
に
よ
る
人
足
役
賦
課
を
回
避
す
る
に
あ
た
り
、
町
が
松
梅

院
を
頼
ん
で
い
る
こ
と
、
か
つ
松
梅
院
の
「
御
被
官
」
で
あ
る
と
称
し
礼
物
を
捧
げ

て
い
る
こ
と
は
、
松
梅
院
の
町
に
対
す
る
人
格
的
支
配
の
継
続
を
意
味
し
て
い
る
よ

う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
後
の
展
開
を
み
て
い
く
と
、
次
第
に
町
の
結
束
が
強
ま
る
中
で
、
松

梅
院
の
「
町
」
支
配
も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
『
北
野
社
家
日
記
』

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
二
月
二
日
条
に
よ
る
と
、
松
梅
院
が
境
内
人
足
十
人
を
徴

発
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
町
が
応
じ
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
日
記
に
よ
れ
ば
こ
の
前
年
に
、
所
司
代
板
倉
勝
重
よ
り
「
御
朱
印
之
こ
と

く
」
松
梅
院
が
人
足
を
召
し
使
う
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
と
い
い
、
松
梅
院
は
前
年
の

人
足
数
の
書
立
を
町
か
ら
提
出
さ
せ
て
い
る^9

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
足
役
に
応

じ
な
い
こ
と
を
訝
し
が
っ
た
松
梅
院
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
今
小
路
町
は
、

「
神
用
之
義〔

儀
〕
ノ
人
足
、
又
ハ
当
坊
　
御
朱
印
に
て
召
つ
か
い
候
と
申
候
と
も
、
当
坊

は
か
ら
ひ
に
て
ハ
召
つ
か
ハ
れ
間
敷
由
か
た
く
返
答
」
し
て
い
る&0

。
そ
こ
で
松
梅
院

は
所
司
代
板
倉
の
支
援
を
仰
ぎ
、
板
倉
か
ら
「
町
中
ノ
年
寄
共
召
寄
、
即
籠

者
さ
セ
候
ハ

〔
舎
、
下
同
じ
〕

ん
か
い
か
ゝ
」
と
の
提
案
を
引
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
今
小
路

町
や
紙
屋
川
町
・
福
部
町
を
は
じ
め
と
す
る
各
町
の
年
寄
七
人
が
「
籠
者
」
に
引
き

立
て
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
家
が
打
ち
毀
さ
れ
た&1

。

こ
の
よ
う
に
町
人
た
ち
は
た
と
え
松
梅
院
の
命
令
で
あ
っ
て
も
人
足
役
賦
課
を
拒

否
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
賦
課
を
す
る
の
が
公
儀
で
あ
れ
松
梅
院
で
あ
れ
、
人
足
役

回
避
を
強
く
望
ん
で
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
回
避
活
動
の
中
心
と
な
っ

た
の
は
、
各
町
の
年
寄
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
先
に
み
た
慶
長
七
年
の
事
例
に
お

い
て
、
町
人
た
ち
が
自
ら
を
松
梅
院
「
御
被
官
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
公
儀
と
松

梅
院
と
の
両
者
か
ら
人
足
役
を
賦
課
さ
れ
る
事
態
を
町
人
た
ち
が
回
避
す
る
た
め
発

せ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
人
足
役
を
賦
課
す
る
松
梅
院
も
ま
た
、
あ
く
ま

で
徳
川
政
権
の
「
御
朱
印
」
を
根
拠
に
権
限
を
行
使
せ
ざ
る
を
え
ず
、
行
使
し
得
な

い
場
合
に
は
所
司
代
に
よ
る
懲
罰
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
世
初

期
に
お
け
る
松
梅
院
の
「
町
」
支
配
の
内
実
は
、
中
世
の
領
主
支
配
の
あ
り
よ
う
と

比
べ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
非
常
に
限
定
的
か
つ
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。

第
二
節
　
「
町
」
と
「
町
」

と
こ
ろ
で
先
に
み
た
元
和
五
年
の
人
足
役
を
め
ぐ
る
「
町
」
と
松
梅
院
と
の
攻
防

を
み
る
上
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
松
梅
院
が
、
町
人
の
逮
捕
に
向
か
う
雑
色
と
松
梅

院
被
官
に
対
し
、「
今
小
路
ノ
年
寄
今
度
ノ
ザ
イ
フ
リ

（

采

振

）

ニ
候
故
、
惣
左
衛
門
何
茂

不
レ

残
召
出
候
へ
と
申
付
候
」
と
の
対
応
を
み
せ
て
い
る
点
で
あ
る&2

。
す
な
わ
ち
松
梅
院

は
、
境
内
各
町
の
「
年
寄
」
に
よ
る
人
足
役
拒
否
の
さ
ら
に
中
核
に
「
今
小
路
ノ
年

寄
」
が
い
る
と
み
な
し
て
い
た
。
先
に
松
梅
院
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
今
小
路
町
が

返
答
し
て
い
た
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
を
町
の
側
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
、
北
野
境
内
の
各
町
は
、
今
小
路

855
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年
寄
を
中
心
と
し
て
結
束
し
て
い
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
境
内
に
お
け
る
今
小
路
年
寄
の
役
割
の
重
要
性
は
、
そ
も
そ
も
松
梅

院
と
境
内
各
町
と
の
連
絡
に
お
い
て
、
松
梅
院→

今
小
路
年
寄→

各
町
年
寄
と
い
う

ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
例
え
ば
元
和

三
年
（
一
六
一
七
）
十
二
月
に
「
境
内
人
足
」
が
賦
課
さ
れ
た
際
、
松
梅
院
は
細
か

な
指
示
を
「
今
小
路
ノ
年
寄
」
へ
申
し
付
け
て
い
る&3

。
こ
の
と
き
人
数
が
指
示
通
り

で
な
く
不
足
し
て
い
る
と
怒
る
松
梅
院
に
対
し
、
今
小
路
年
寄
は
、「
御
意
尤
と
存
、

今
度
御
奉
行
様

急
度
被
二

仰
付
一

候
而
初
而
□
〔
出
カ
〕シ
□
故
、
一
町

一
人
つ
ゝ
今
日

者
先
出
し
申
候
、
何
ノ
町

無
沙
汰
申
そ
相
尋
急
度
可
レ

申
候
間
、
能
様
ニ
申
候
へ
」

と
返
答
し
て
い
る&4

。
す
な
わ
ち
今
小
路
年
寄
は
、
境
内
各
町
を
代
表
し
て
松
梅
院
か

ら
人
足
役
賦
課
の
連
絡
を
受
け
る
と
と
も
に
、
境
内
各
町
の
人
足
役
負
担
者
の
数
の

調
整
や
「
無
沙
汰
」
に
対
す
る
注
意
を
行
う
な
ど
、
各
町
を
統
轄
す
る
地
位
に
あ
っ

た
。実

は
こ
う
し
た
今
小
路
町
年
寄
の
卓
越
性
は
、
中
世
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
の
『
目
代
日
記
』
に
は
、

「
上
さ
ま
へ
御
礼
ニ
参
帰
り
の
砌
、
西
田
右
近
と
今
小
路
月
行
事
茶
屋
彦
五
郎
と
両

人
被
レ

参
、
右
子
細
者
経
堂
ま
へ
に
こ
つ
し
き
一
人
今
ノ
間
ニ
は
て
候
間
、
経
堂
の

坊
に
先
取
と
申
候
間
、
其
分
心
得
候
へ
由
被
レ

申
候
」
と
み
え&5

、「
今
小
路
」
に
「
月

行
事
」
の
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
右
の
史
料
に
お
い
て
「
今
小
路
月
行
事
」

茶
屋
彦
五
郎
は
、
北
野
経
王
堂
前
の
乞
食
の
死
体
の
処
理
に
つ
い
て
松
梅
院
被
官
西

田
右
近
と
と
も
に
目
代
を
訪
ね
る
存
在
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
、「
月
行
事
」
の
登

場
す
る
史
料
は
一
、
二
点
に
限
ら
れ&6

、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
職
務
を
担
っ
て
い
る

の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
今
小
路
町
以
外
の
町
に
「
月
行
事
」
が
存
在
し
た
形
跡

の
み
ら
れ
な
い
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、「
今
小
路
月
行
事
」
と
は
北
野
社
境
内
各

町
を
統
轄
す
る
職
務
に
あ
り
、
そ
れ
が
近
世
の
「
今
小
路
年
寄
」
へ
と
引
き
継
が
れ

て
い
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

&7

。

こ
の
よ
う
な
今
小
路
町
年
寄
の
統
轄
の
も
と
で
の
町
の
結
束
、
と
い
う
状
況
を
み

た
と
き
、
次
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
境
内
各
町
の
町
同
士
の
関
係
で
あ
る
。

一
、
柳
町

か
様
ニ
目
安
指
上
候
、

謹
而
言
上
、

老
松
町
ニ
テ
歸
齋
様
御
家
御
買
被
レ

成
候
、
未
十
分
一
不
レ

被
レ

下
候
、
小

畠
七
右
衛
門
殿
へ
御
ふ
り
つ
け
候
へ
共
、
□

〔
御
カ
〕

出
無
レ

之
候
、
家
を
御
か
ひ

候
処

請
取
申
候
か
ね
ニ
て
候
間
、
歸
齋
様
よ
り
被
レ

下
候
様
ニ
御
申
候

て
可
レ

被
レ

下
候
、
町
は
し
ま
り

取
来
申
候
間
、
偏
ニ
奉
二

頼
存
一

候
、

徳
勝
院
様
ノ
御
上
様
・
御
ふ
く
ろ
様
御
か
ひ
候
お
り
も
十
分
一
御
ふ
る
ま

い
被
レ

成
候
、
有
来
候
間
、
能
様
ニ
奉
二

頼
候
存

（
マ
マ
）

一

候
、
以
上
、

元
和
三
年
十
二
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
重

總
兵
衛

清
雲

宗
雲

源
介

和
右
衛
門
　
　
与
三
右
衛
門

源
三
郎
　
　
　
一
運

喜
兵
衛
　
　
　
新
右
衛
門

松
梅
院
様
御
奉
行
所

如
レ

此
ニ
候
、
即
裏
判
仕
遣
候
、
北
野
境
内
か
や
う
ニ
当
院
江

申
来
也
、
あ

ら

く
如
レ

此
候&8

、

右
の
史
料
は
、
老
松
町
の
家
を
「
歸
齋
」
な
る
人
物
が
買
得
し
た
も
の
の
、
老
松

町
に
対
し
家
代
の
十
分
の
一
を
納
め
な
か
っ
た
た
め
、
町
人
よ
り
松
梅
院
か
ら
も

「
歸
齋
」
に
支
払
い
を
働
き
か
け
て
ほ
し
い
と
要
請
し
て
い
る
文
書
で
あ
る
。
近
世

の
京
都
の
町
々
が
一
般
に
、
家
屋
敷
の
売
買
に
あ
た
り
分
一
銀
を
納
め
さ
せ
て
い
た

の
と
同
様
に&9

、
北
野
境
内
の
町
に
お
い
て
も
同
様
の
慣
行
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

在判
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知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
日
記
の
一
つ
書
か
ら
、
こ
の
件
に
つ
き
松

梅
院
に
「
目
安
」
を
さ
さ
げ
要
請
し
た
の
が
「
老
松
町
」
で
は
な
く
「
柳
町
」
で
あ

っ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
柳
町
」
は
「
老
松
町
」
で
生
じ
た
問
題
を
松
梅
院
に

取
り
次
ぐ
位
置
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る*0

。

同
様
の
点
は
、
町
と
「
茶
屋
」
と
の
関
係
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
世
に
な
る
と
北
野
境
内
に
は
「
七
軒
茶
屋
」
が
形
成
さ

れ
、
上
七
軒
遊
郭
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
門
前
遊
郭
の
成
立
・
展
開
に
つ
い
て
の
本

格
的
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、「
七
軒
茶
屋
」
に
つ
い
て
、

『
北
野
社
家
日
記
』
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
十
二
月
二
十
七
日
条
に
、「
廿
七
日
、

当
坊
も
ち
つ
き
、
今
少
路
・
紙
屋
川
・
柳
町
・
眞
西
町
・
神
明
町
・
七
間
町

〔
軒
〕

柳
町
内

、
是
ハ

此
町

よ
り
人
足
三
人
ツ
丶
さ
し
、
つ
か
セ
申
候
物
也
、
珍
重

」
と
あ
る
の
は

注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
「
七
軒
茶
屋
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
「
七

軒
町
」
も
ま
た
、
先
の
「
老
松
町
」
と
同
様
に
「
柳
町
」
の
傘
下
に
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
七
軒
茶
屋
」
に
も
「
年
寄
」
の
置
か
れ
て
い
た

こ
と
が
、
次
に
示
す
『
北
野
社
家
日
記
』
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
十
二
月
十
日
条

の
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
。

一
、
七
間
之
茶
屋
、
宗
久
・
与

年

寄

左
衛
門
・
同
新
次
郎
・
孫
四
郎
・
五
郎
兵

弥

七

郎

衛
・

源
七
・
甚
太
夫
、
此
者
共
参
申
ハ
、
目
代
切
々
参
、
地
子
出
候
へ
と
申
掛

候
処
、
尤
太
閤
様
御
代
よ
り
御
免
ニ
被
二

仰
付
一

候
ニ
、
今
又
か
様
ノ
わ
た

く
し
成
儀
掛
申
候
処
、
急
度
被
二

仰
付
一

被
レ

下
候
へ
と
申
来
候
間
、
何
も

心
へ
た
る
と
申
返
ス
、
使
蔵
丞

（
西
田
）

、

右
の
史
料
に
み
え
る
与
左
衛
門
は
、
別
の
記
事
に
お
い
て
「
茶
屋
年
寄
」
と
も
よ

ば
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る*1

。
し
た
が
っ
て
「
七
軒
茶
屋
」
は
、
近
世
初
期
に

お
い
て
は
「
七
軒
町
」
と
よ
ば
れ
て
お
り
、「
七
軒
町
」
は
ま
た
「
茶
屋
年
寄
」
を

中
心
に
茶
屋
の
み
で
「
町
」
を
形
成
し
て
い
る
点
で
、
他
の
境
内
各
町
と
は
異
な
る

性
格
を
帯
び
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
右
の
史
料
に
よ
る
な
ら
ば
、「
七
軒
茶
屋
」
も
ま
た
「
太
閤
様
御
代
よ
り
」

地
子
免
除
で
あ
っ
た
。
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
茶
屋
か
ら
の
地
子
取
得
を
要
請
す
る
た

め
松
梅
院
の
も
と
を
訪
れ
た
目
代
は
、「
北
野
七
軒
茶
屋
従
レ

昔
あ
ふ
り
も
ち
を
十
つ

つ
目
代
取
来
申
ヲ
近
年
無
沙
汰
申
所
、
其
上
今
者
茶
屋
家
ヲ
た
て
居
申
候
間
、
地
子

ヲ
被
二

仰
付
一

被
レ

下
候
へ
」（
傍
線
は
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
目
代
は
、

屋
台
状
の
も
の
で
あ
っ
た
茶
屋
が
、
い
つ
し
か
店
舗
を
兼
ね
備
え
た
住
居
と
な
っ
た

の
を
受
け
、
従
来
か
ら
の
炙
り
餅
取
得
権
を
理
由
に
地
子
取
得
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

実
際
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
の
『
北
野
社
家
日
記
』
よ
り
、
同
年
四
月
、
前

田
玄
以
の
命
令
で
「
五
間
茶
屋
」
が
「
居
茶
屋
」
と
な
っ
て
松
梅
院
に
地
子
取
得
権

が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る*2

。
お
そ
ら
く
こ
の
「
五
間
茶

屋
」
は
「
七
軒
茶
屋
」
の
前
身
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
は
松
梅
院
の
地
子
取
得
が
認
め

ら
れ
た
も
の
の
、
秀
吉
に
よ
る
境
内
永
代
地
子
免
許
を
受
け
地
子
免
除
と
な
り
、

「
七
軒
茶
屋
」
へ
と
発
展
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「
七
軒
茶
屋
」
に
は
じ
ま
る
門
前
遊
郭
の
形
成
に
お
い
て
も
ま
た
、
秀
吉
の
検
地
が

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
初
期
の
北
野
社
境
内
は
、
今
小
路
町
の
年
寄
を
中
心
に
各

町
の
結
束
が
は
か
ら
れ
る
と
と
も
に
、
町
同
士
の
関
係
も
、
重
層
的
構
造
に
あ
っ
た

様
子
が
う
か
が
わ
れ
る

*3

。
さ
ら
に
茶
屋
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
町
に
は
、「
町
年
寄
」

と
は
別
に
「
茶
屋
年
寄
」
が
お
か
れ
て
い
た
。
近
世
に
お
け
る
北
野
社
境
内
の
町
の

構
造
と
展
開
に
つ
い
て
の
本
格
的
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

北
野
社
境
内
に
お
け
る
個
別
町
の
出
現
、
及
び
今
小
路
町
年
寄
を
頂
点
に
お
く
重
層

的
構
造
の
ひ
と
つ
の
基
点
が
、
秀
吉
の
検
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
章
を
終
え

た
い
と
思
う
。

お
わ
り
に
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秀
吉
の
京
都
改
造
と
北
野
社

、、、、、、、、



本
稿
に
お
い
て
は
、
秀
吉
の
京
都
改
造
の
あ
り
よ
う
を
、
特
に
北
野
社
領
に
お
け

る
検
地
の
展
開
過
程
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
北
野
社
が
検
地
に

よ
っ
て
替
地
を
獲
得
す
る
一
方
、
地
子
取
得
権
を
失
っ
た
た
め
、
領
主
と
し
て
境
内

支
配
を
行
い
え
な
く
な
っ
た
こ
と
、
た
だ
し
神
事
奉
行
松
梅
院
に
、
境
内
各
町
に
対

す
る
人
足
役
賦
課
の
権
限
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
松
梅
院
の
権
限
及
び
知

行
地
は
、
徳
川
政
権
下
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
た
こ
と
、
等
の
点
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
ま
た
北
野
境
内
に
お
い
て
個
別
町
の
存
在
が
明
確
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
検

地
以
降
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
各
町
に
は
町
ご
と
に
二
人
の
「
年
寄
」
が
存

在
し
、
そ
の
頂
点
に
今
小
路
町
年
寄
が
存
在
し
た
こ
と
、
神
事
奉
行
松
梅
院
と
の
関

係
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
各
町
が
重
層
的
な
構
造
に
あ
っ
た
こ
と
、
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
の
う
ち
人
足
役
の
賦
課
が
公
儀
で
は
な
く
松
梅
院
に
よ
り
行
わ
れ
て

い
る
点
は
、
旧
来
か
ら
洛
中
に
あ
っ
た
町
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
ま
た
町
に
お
け
る

家
屋
敷
の
売
買
規
制
の
存
在
が
明
確
と
な
る
の
が
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
の
こ
と

で
あ
る
の
も*4

、
す
で
に
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
の
段
階
で
、
上
京
冷
泉
町
が
家

屋
敷
の
売
買
に
ま
つ
わ
る
町
掟
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
と
き*5

、
や
や
遅
れ
た

町
の
自
治
の
達
成
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
国
期
の
「
北
野
」
が
、
上
京
・
下
京
か
ら
成
る
「
京
都
」
と

明
確
に
区
別
さ
れ
た
寺
社
領
と
し
て
、
領
主
北
野
社
の
統
轄
の
も
と
で
家
売
買
を
行

い
、
そ
の
売
却
範
囲
を
も
限
定
さ
れ
る
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば*6

、

検
地
を
通
じ
て
北
野
社
の
境
内
領
主
権
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
や
は
り
大
き
な
変
化

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
北
野
境
内
は
、
土
居
堀
形
成
に
よ
る
空
間
上
の
洛

中
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
検
地
を
通
じ
、
地
子
免
許
に
基
づ
く
豊
臣
政
権
の
一
元
的
支

配
の
貫
徹
す
る
地
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
世
初
期
に
お
け
る
、
家
売
買
に

象
徴
さ
れ
る
町
の
自
治
の
達
成
も
ま
た
、
北
野
境
内
各
町
が
、
洛
中
の
町
へ
と
均
質

化
し
て
い
く
過
程
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
秀
吉
の

京
都
改
造
、
す
な
わ
ち
京
都
の
近
世
都
市
化
が
武
家
の
一
元
的
支
配
の
達
成
で
あ
っ

た
と
す
る
従
来
の
見
解
は*7

、
北
野
社
領
の
洛
中
化
の
過
程
を
み
る
上
で
も
、
有
効
な

指
標
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注q

脇
田
晴
子
『
日
本
中
世
都
市
論
』
第
一
章
「
都
市
の
成
立
と
住
民
構
成
」（
東
京
大

学
出
版
会
）、
小
野
晃
嗣
「
京
都
の
近
世
都
市
化
」（『
近
世
城
下
町
の
研
究
』
増
補
版
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
）
等
に
拠
る
。

w

秀
吉
の
京
都
改
造
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
日
本
史
研
究
会
編
『
豊
臣

秀
吉
と
京
都
―
聚
楽
第
・
御
土
居
と
伏
見
城
』（
文
理
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
の
各
論
考

が
、
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。

e

土
居
堀
形
成
が
北
野
社
領
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
西
京
」
を

中
心
に
、
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

r

拙
稿
「
戦
国
期
北
野
社
の
闕
所
」（
勝
俣
鎭
夫
編
『
寺
院
・
検
断
・
徳
政
―
戦
国
時

代
の
寺
院
史
料
を
読
む
―
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
及
び
「
神
人
」（
身
分
的

周
縁
と
近
世
社
会
第
６
巻
・
吉
田
伸
之
編
『
寺
社
を
さ
さ
え
る
人
び
と
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
七
年
）。

t

こ
の
う
ち
②
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
二
条
通
を
境
と
し
て
、「
上
下
保
」（「
七
保
」）

と
「
二
三
条
保
」
と
に
分
か
れ
る
が
、
戦
国
期
に
後
者
は
不
知
行
化
し
て
い
た
（
拙

稿
「
戦
国
期
北
野
社
の
闕
所
」（
注
r
）
参
照
）。

y

『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
下
所
載
「
洛
中
洛
外
神
社
祭
禮
之
事
」
の
「
北
野

天
満
宮
社
」
の
項
（
同
書
、
二
五
頁
）
に
よ
る
。
ま
た
②
の
「
西
京
」
に
つ
い
て
も
、

同
覚
書
・
上
の
「
洛
中
町
数
并
京
境
西
陣
西
京
之
事
」
の
項
に
、「
一
、
西
京
　
東
ハ

七
本
松
通
を
限
、
西
ハ
妙
心
寺
海
道
御
土
居
限
、
南
ハ
下
立
賣
よ
り
壹
町
下
限
、
北

ハ
仁
和
寺
通
限
」
と
み
え
る
（
同
書
、
二
八
頁
）。
い
ず
れ
も
秀
吉
に
よ
る
土
居
堀
形

成
後
に
確
定
さ
れ
た
社
領
で
あ
る
た
め
、
中
世
段
階
よ
り
も
狭
い
範
囲
で
あ
る
が
、

同
覚
書
「
洛
中
洛
外
神
社
祭
禮
之
事
」
が
示
す
北
野
祭
の
「
還
幸
」
路
に
「
木
辻
村
」

が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
中
世
段
階
に
お
け
る
西
の
境
を
木
辻
通
辺
と
考
え
た
。

u

例
え
ば
鎌
田
道
隆
『
近
世
京
都
の
都
市
と
民
衆
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）

第
一
章
「
戦
国
期
に
お
け
る
市
民
的
自
治
に
つ
い
て
」
で
は
、
戦
国
期
の
上
京
・
下

京
に
「
町
と
い
う
集
団
が
存
在
し
た
」
事
例
と
し
て
、
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
の

北
野
社
境
内
博
奕
禁
止
に
お
け
る
「
町
々
の
老
」
の
役
割
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

858
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（
一
〇
頁
）。

i

仁
木
宏
氏
が
、『
空
間
・
公
・
共
同
体
―
中
世
都
市
か
ら
近
世
都
市
へ
―
』（
青
木

書
店
、
一
九
九
七
年
）
に
お
い
て
、「
従
来
の
研
究
で
は
、
一
四
・
一
五
世
紀
の
京
都

に
お
け
る
町
人
の
自
治
や
町
結
合
を
説
明
す
る
際
、
洛
中
の
町
々
と
洛
外
の
寺
社
門

前
（
北
野
社
・
東
寺
な
ど
）
の
事
例
を
混
用
し
て
き
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
方
法
は

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
的
条
件
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
町
共
同
体
形
成
の
時

期
や
契
機
に
つ
い
て
は
別
個
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」（
六
〇
頁
）
と
述
べ
て
い

る
。

o

秋
澤
繁
「
太
閤
検
地
」（『
岩
波
講
座
　
日
本
通
史
』
一
一
、
一
九
九
三
年
）。

!0

下
村
信
博
「
公
家
・
寺
社
領
と
天
正
十
三
年
検
地
」（
本
多
隆
成
編
『
戦
国
・
織
豊

期
の
権
力
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
天
正
十
三
年
山
城
国
検
地

と
検
地
帳
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
脇
田
修
『
近
世
封
建
制
成

立
史
論
　
織
豊
政
権
の
分
析
Ⅱ
』
第
一
章
石
高
制
の
成
立
と
特
質
（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
七
年
）、
須
磨
千
穎
「
山
城
上
賀
茂
の
天
正
検
地
」（『
中
世
の
窓
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
七
七
年
）、
伊
藤
宗
裕
「
中
世
・
近
世
東
寺
領
の
連
続
と
非
連
続
―
新

出
の
検
地
帳
を
素
材
に
―
」（『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
一
三
、
一
九
九
六
年
）

等
。

!1

『
目
代
日
記
』
四
五
六
頁
〜
四
六
六
頁
。

!2

こ
の
下
地
選
定
を
め
ぐ
る
北
野
社
と
妙
心
寺
と
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
下

村
信
博
氏
が
「
天
正
十
三
年
山
城
国
検
地
と
検
地
帳
」（
注
!0
参
照
）
に
て
ふ
れ
ら
れ

て
い
る
。

!3

注
!1
参
照
。

!4

『
北
野
社
家
日
記
』
第
四
巻
、
二
五
一
頁
、
天
正
十
七
年
十
月
二
十
日
条
。

!5

『
北
野
社
家
日
記
』
第
四
巻
、
二
五
七
頁
、
天
正
十
七
年
十
二
月
五
日
条
。

!6

『
北
野
天
満
宮
史
料
　
古
文
書
』（
以
下
、『
古
文
書
』
と
す
る
）
一
五
七
〜
一
五

八
頁
、
一
四
一
号
、
豊
臣
秀
吉
朱
印
知
行
目
録
。

!7

『
古
文
書
』
二
三
一
〜
二
三
二
頁
、
二
一
八
号
、
元
和
元
年
七
月
二
十
七
日
付
徳

川
家
康
黒
印
領
知
目
録
、
同
・
二
三
四
〜
二
三
五
頁
、
二
二
二
号
、
元
和
三
年
七
月

二
十
一
日
付
徳
川
秀
忠
朱
印
社
領
目
録
。

!8

『
古
文
書
』
一
六
二
頁
、
一
四
五
号
、
文
禄
元
年
十
二
月
十
三
日
付
前
田
玄
以
判

物
（
折
紙
）。

!9

『
北
野
社
家
日
記
』
第
四
巻
、
二
五
二
頁
、
天
正
十
七
年
十
月
二
十
一
日
条
。

@0

同
右
、
天
正
十
七
年
十
月
二
十
二
日
条
。

@1

同
右
、
二
九
七
頁
、
天
正
十
九
年
六
月
八
日
条
。

@2

同
右
、
三
〇
八
頁
、
天
正
十
九
年
九
月
二
日
・
四
日
条
。

@3

同
右
、
三
〇
八
〜
三
〇
九
頁
、
天
正
十
九
年
九
月
五
日
条
。

@4

同
右
、
三
〇
九
頁
、
天
正
十
九
年
九
月
六
日
条
。
な
お
こ
う
し
た
一
連
の
「
新
町
」

の
形
成
・
「
家
立
」
の
展
開
が
「
替
地
」
の
取
得
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

理
解
は
、
中
世
都
市
・
流
通
史
懇
話
会
報
告
時
に
お
け
る
桜
井
英
治
氏
の
御
指
摘
に

学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

@5

京
都
冷
泉
町
文
書
研
究
会
編
『
京
都
冷
泉
町
文
書
』（
思
文
閣
出
版
）
第
一
巻
―
二

（
大
福
帳
）、
四
〇
頁
。

@6

鎌
田
道
隆
「
町
の
成
立
と
町
規
則
」（『
近
世
京
都
の
都
市
と
民
衆
』
第
二
篇
第
一

章
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
一
九
九
六
年
）。

@7

『
北
野
社
家
日
記
』
第
四
巻
、
二
九
九
〜
三
〇
〇
頁
、
天
正
十
九
年
六
月
二
十
三

日
条
。

@8

「
北
野
大
茶
湯
之
記
」（『
続
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
）、
及
び
竹
内
秀
雄
『
天
満
宮
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
）
参
照
。

@9

天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
に
は
母
の
病
気
回
復
祈
願
の
た
め
一
万
石
を
（『
古
文

書
』
一
五
三
頁
、
一
三
五
号
、（
天
正
十
六
年
）
六
月
二
十
日
付
豊
臣
秀
吉
願
文
（
折

紙
））、
ま
た
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
は
子
の
鶴
松
の
病
気
平
癒
祈
願
の
た
め

千
石
を
寄
進
し
て
お
い
る
（『
北
野
社
家
日
記
』
第
四
巻
、
二
六
八
頁
、
十
一
月
十
八

日
条
）。

#0

伊
藤
真
昭
『
京
都
の
寺
社
と
豊
臣
政
権
』
第
二
章
「
所
司
代
の
機
構
」（
法
蔵
館
、

二
〇
〇
三
年
）、
及
び
『
北
野
社
家
日
記
』
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
七
月
廿
六
日

条
。

#1

『
北
野
社
家
日
記
』
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
十
二
月
廿
五
日
条
。
文
禄
四
年
か

ら
慶
長
三
年
に
か
け
て
の
『
北
野
社
家
日
記
』
の
記
事
が
確
認
さ
れ
な
い
の
も
、
こ

う
し
た
「
牢
籠
」
と
い
う
事
態
の
影
響
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
天
正
十
三

年
か
ら
慶
長
十
六
年
ま
で
の
『
北
野
社
家
日
記
』
の
記
主
は
禅
昌
で
あ
り
、
ま
た
検

地
実
施
期
の
松
梅
院
は
禅
永
で
あ
る
。

#2

こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
こ
れ
以
前
よ
り
、
足
利
将
軍
家
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と
の
結
び
つ
き
を
背
景
に
松
梅
院
が
社
領
支
配
を
と
り
し
き
っ
て
い
た
点
も
大
き
く

作
用
し
て
い
よ
う
（
拙
稿
注
r
参
照
）

#3

『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
下
、
二
六
頁
。

#4

拙
稿
「
戦
国
期
北
野
社
の
闕
所
」（
注
q
）
を
参
照
。

#5

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
洛
中
絵
図
』（
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
六
九
年
）
及
び
『
洛
中

絵
図
―
寛
永
後
万
治
前
―
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）。

#6

仁
木
宏
氏
、
注
i
書
、
五
九
頁
。

#7

『
北
野
社
家
日
記
』
第
一
巻
、
長
享
三
年
二
月
十
七
日
条
。

#8

『
目
代
日
記
』
紙
背
、
六
七
一
頁
、
明
応
三
年
十
月
一
日
条
。

#9

『
目
代
日
記
』
紙
背
、
六
五
六
〜
六
五
七
頁
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
六
月
二

十
七
日
条
。

$0

『
目
代
日
記
』
紙
背
、
六
五
七
〜
六
六
一
頁
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
六
月
二

十
七
日
・
晦
日
条
。

$1

拙
稿
「
戦
国
期
北
野
社
の
闕
所
」（
注
r
参
照
）。

$2

馬
喰
町
の
場
所
に
つ
い
て
、
図
１
と
し
て
示
し
た
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）『
洛

中
絵
図
』（
注
#5
参
照
）
よ
り
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
近
世
初
期
成
立
と
さ

れ
る
「
京
都
図
屏
風
」（
大
塚
隆
編
『
慶
長
昭
和
京
都
地
図
集
成
』
柏
書
房
、
一
九
九

四
年
）
よ
り
、「
経
堂
」
前
の
南
北
に
位
置
す
る
町
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

$3

『
北
野
社
家
日
記
』
第
五
巻
、
二
七
七
頁
、
慶
長
五
年
七
月
十
九
日
条
、
同
・
二

九
三
頁
、
慶
長
五
年
九
月
二
十
二
日
条
、
同
第
六
巻
、
一
二
七
〜
一
二
八
頁
、
慶
長

九
年
十
二
月
二
十
五
日
条
、
同
・
二
七
二
頁
、
元
和
四
年
十
二
月
二
日
条
、
同
・
二

八
四
〜
二
八
五
頁
、
元
和
五
年
二
月
二
日
条
等
。
な
お
「
境
内
」
を
「
在
所
」
と
よ

ぶ
例
は
、
戦
国
期
よ
り
見
ら
れ
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
将
軍
足
利
義
輝
か
ら

「
北
野
境
内
西
京
迄
」
の
家
数
の
指
出
が
命
じ
ら
れ
た
際
の
『
目
代
日
記
』
に
は
、

「
北
野
境
内
」
の
家
数
が
「
在
所
家
数
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（『
目
代
日
記
』
三
〇

七
〜
三
〇
八
頁
、
永
禄
三
年
二
月
二
十
日
条
）。

$4

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
四
〇
頁
、
慶
長
六
年
四
月
十
八
日
条
。
こ
の
事
件

は
、
宮
仕
能
椿
・
能
森
・
能
任
・
能
氏
ら
が
、
花
見
に
出
か
け
る
途
中
で
あ
っ
た
妙

蔵
院
を
襲
撃
し
、
殺
害
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
藤
井
譲
治
氏
が
、「
徳
川

政
権
成
立
期
の
京
都
所
司
代
」
森
杉
夫
先
生
退
官
記
念
会
編
『
政
治
経
済
の
史
的
研

究
』（
巌
南
堂
書
店
、
一
九
八
三
年
）
に
お
い
て
、
徳
川
政
権
の
京
都
支
配
の
問
題
と

か
ら
め
検
討
さ
れ
て
い
る
。

$5

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
五
五
頁
、
慶
長
六
年
五
月
二
十
三
日
条
。

$6

松
田
政
行
が
徳
川
政
権
初
期
、
加
藤
正
次
・
板
倉
勝
重
と
と
も
に
所
司
代
（
＝

「
三
奉
行
」）
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
伊
藤
真
昭
氏
注
#0
書
、
第
五
章
「
所
司
代
の
展
開
」

に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

$7

『
北
野
社
家
日
記
』
第
五
巻
、
一
四
二
頁
、
慶
長
四
年
七
月
二
日
条
。

$8

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
一
四
頁
、
慶
長
六
年
正
月
十
三
日
条
。

$9

拙
稿
「
戦
国
期
北
野
社
の
闕
所
」（
注
r
参
照
）。

%0

拙
稿
「
戦
国
期
北
野
社
の
闕
所
」（
注
r
参
照
）
表
１
参
照
。

%1

伊
藤
真
昭
氏
注
#0
書
、
第
一
章
「
所
司
代
の
成
立
」。

%2

伊
藤
真
昭
氏
に
よ
れ
ば
、
所
司
代
成
立
後
、
寺
社
領
内
で
犯
罪
が
発
生
し
た
場
合
、

そ
の
「
成
敗
」
権
は
所
司
代
に
あ
り
、
ま
た
寺
社
の
訴
訟
の
糺
明
・
裁
許
に
あ
た
っ

た
の
も
所
司
代
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
必
ず
し
も
「
豊
臣
政
権
に

よ
る
一
方
的
な
寺
社
へ
の
干
渉
や
介
入
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
寺
社
後
援
策
」
と
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
伊
藤
氏
注
#0
書
、
第
三
章

「
所
司
代
の
職
掌
」）。

%3

伊
藤
氏
注
#0
書
、
第
五
章
「
所
司
代
の
展
開
」。

%4

た
だ
し
北
野
社
宮
仕
が
罪
科
を
働
い
た
場
合
の
み
、
そ
の
家
は
処
分
さ
れ
た
（『
北

野
社
家
日
記
』
慶
長
六
年
五
月
二
十
五
日
・
六
月
二
日
条
、
同
・
慶
長
七
年
六
月
二

十
五
日
・
十
二
月
十
日
条
、
同
・
元
和
二
年
十
二
月
十
日
条
）
等
。

%5

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
四
月
に
、
妙
蔵
院
が
宮
仕
四
名
に
殺
害
さ
れ
た
際
（
注

$4
参
照
）、
松
梅
院
は
す
ぐ
に
京
都
所
司
代
加
藤
正
次
・
松
田
政
行
両
人
に
届
け
出
て

徳
川
家
康
の
指
示
を
仰
い
で
い
る
。
そ
の
後
家
康
の
命
で
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
、
宮

仕
の
「
諸
道
具
・
家
」
も
所
司
代
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
、
宮
仕
四
名
は
斬
首
と
な
っ

た
が
（『
北
野
社
家
日
記
』
四
月
二
十
一
日
・
五
月
二
十
三
日
条
）、
家
の
処
分
そ
の

も
の
は
北
野
社
が
行
っ
た
（
同
・
五
月
二
十
五
日
条
）。
ま
た
同
年
五
月
、
領
内
「
長

土
居
」
で
林
三
郎
右
衛
門
な
る
人
物
が
辻
斬
り
に
あ
っ
た
際
、
柳
町
か
ら
報
告
を
受

け
た
松
梅
院
は
、
町
か
ら
所
司
代
へ
届
け
出
る
こ
と
を
す
す
め
、「
大
将
軍
・
在
所
柳

町
」
の
者
た
ち
が
所
司
代
の
も
と
を
訪
れ
報
告
し
て
い
る
（『
北
野
社
家
日
記
』
五
月

十
九
・
二
十
二
日
条
）。
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%6

吉
田
伸
之
「
公
儀
と
町
人
身
分
」（『
近
世
都
市
社
会
の
身
分
構
造
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
八
年
）。

%7

『
北
野
社
家
日
記
』
第
五
巻
、
一
一
六
頁
、
慶
長
四
年
三
月
十
四
日
条
。

%8

拙
稿
「
戦
国
期
北
野
社
の
闕
所
」（
注
r
参
照
）。

%9

米
村
直
之
「
北
野
社
の
勧
進
と
造
営
」（『
史
学
研
究
集
録
』
第
二
五
号
、
二
〇
〇

〇
年
）
に
拠
る
。

^0

『
北
野
社
家
日
記
』
第
五
巻
、
二
五
四
頁
、
慶
長
五
年
五
月
二
十
三
日
条
。

^1

『
北
野
社
家
日
記
』
第
五
巻
、
二
五
四
頁
、
慶
長
五
年
五
月
二
十
四
日
条
、
同
・

第
六
巻
、
一
五
四
頁
、
慶
長
九
年
十
二
月
二
十
七
日
条
等
。

^2

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
八
六
頁
、
慶
長
六
年
十
二
月
十
六
日
条
。

^3

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
一
五
〇
〜
一
五
三
頁
、
慶
長
九
年
十
二
月
二
十
五

日
条
。
こ
の
と
き
近
衛
信
尹
と
八
条
宮
智
仁
親
王
が
「
御
あ
つ
か
い
衆
」（
調
停
者
）

と
な
っ
た
の
は
、「（
信
尹
）
近
衛
様
ハ
竹
内
殿
と
御
縁
へ
ん
（
邊
）

成
、
新
宮
様
ハ

（
八
條
宮
智
仁
親
王
）

御
兄
弟
」

と
い
う
事
情
に
あ
り
、「
御
あ
つ
か
い
」
に
際
し
て
は
「
残
公
家
衆
ハ
勿
論
竹
門
様
御

ひ
い
き
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
（
当
日
条
）。

^4

同
右
。
な
お
こ
の
と
き
、
境
内
支
配
の
権
利
ば
か
り
で
な
く
、
宮
仕
補
任
の
「
神

判
」
や
門
跡
へ
の
「
年
頭
御
礼
ノ
事
」
も
ま
た
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

^5

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
一
八
三
〜
一
八
五
頁
、
慶
長
十
二
年
七
月
十
九
日

条
。

^6

近
世
に
お
け
る
「
神
事
奉
行
職
」
の
性
格
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と

し
た
い
が
、『
北
野
社
家
日
記
』
第
五
巻
、
三
八
〜
四
一
頁
、
慶
長
三
年
十
月
十
四

日
・
十
六
日
条
よ
り
、「
神
殿
大
預
職
」
・
「
公
文
職
」
・
「
神
事
奉
行
職
」
の
三
職

が
、
い
ず
れ
も
竹
内
門
跡
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
る
職
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
な
が

ら
「
神
事
奉
行
職
」
の
み
は
松
梅
院
の
「
家
ニ
付
た
る
」
職
と
し
て
任
料
を
必
要
と

せ
ず
、「
綸
旨
」
に
よ
っ
て
「
普
〔
譜
〕

代
相
傳
」
さ
れ
て
い
た
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

^7

な
お
『
古
文
書
』
一
八
八
〜
一
九
一
頁
掲
載
の
、
十
月
二
十
七
日
付
板
倉
勝
重
書

状
写
（
折
紙
、
松
田
政
行
宛
）
・
正
重
書
状
（
折
紙
、
松
梅
院
宛
）
・
十
月
二

十
八
日
付
正
重
書
状
（
折
紙
、
松
梅
院
宛
）
は
、
当
日
条
の
「
又
此
後
御
屋
敷
か
べ

下
地
つ
き
候
へ
と
て
人
足
御
さ
し
候
へ
共
、
当
坊
御
奉
行
衆
へ
書
物
共
懸
二

御
目
一

御

免
候
也
、
松
勝
右
ハ
御
腹
立
候
へ
共
、
四
郎
右
衛
門
尉
殿
ヘ
理
申
、
相
濟
申
候
也
」

と
い
う
経
緯
に
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
十
月
二
十
七
日
付
板
倉
勝
重

書
状
写
（
折
紙
）
よ
り
、
こ
こ
で
い
う
「
書
物
」
と
は
、
具
体
的
に
は
「
自
二

前
々
一

諸
役
免
除
之
徳
善
院

（

玄

以

）

御
書
付
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

^8

た
だ
し
こ
こ
で
家
康
が
北
野
社
境
内
に
対
し
人
足
役
を
賦
課
し
よ
う
と
し
て
い
た

点
や
、
免
除
を
主
張
す
る
松
梅
院
に
対
し
松
田
政
行
が
「
御
腹
立
」
し
て
い
る
点
な

ど
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
徳
川
政
権
は
当
初
か
ら
一
貫
し
て
豊
臣
政
権
の
敷
い
た
先

例
ど
お
り
に
境
内
人
足
役
免
除
策
を
打
ち
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

^9

当
日
条
に
、
町
の
提
出
し
た
、
今
小
路
町
・
紙
屋
川
町
・
眞
盛
町
・
柳
町
・
馬
喰

町
の
各
町
か
ら
徴
発
さ
れ
た
人
足
数
の
書
立
と
、
徳
川
家
康
の
黒
印
状
と
秀
忠
の
朱

印
状
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
北
野
社
家
日
記
』
元
和
三
年
十
二
月
十
三
日
条

（
六
巻
、
二
四
三
頁
）
に
は
、「
北
野
境
内
ノ
年
寄
共
召
出
申
付
、
様
子
先
度
板
倉
伊

賀
殿

被
二

仰
付
一

候
旨
之
こ
と
く
、
松
梅
院
江

役
仕
來
ル
者

な
ん何

人
又
ハ
御
藏
納
百

〔
姓
〕

性

ト
テ
、
役
仕
候、、ハ、、て

候

ハ

す

ハ、、家
を
こ
を
し
北
野
を
た
つ
も
の
何な

ん、、
人
と
、
帳
を
付
分
上
候
へ
と

申
付
候
へ
者
、
年
寄
共
來
内

ハ
迷
惑
仕
故
申
上
候
へ
共
、
伊
州
様
被
二

仰
付
一

旨
何

と
て
相
背
候
ハ
ん
哉
、（
中
略
）
此
前

も
何
か
と
申
役
不
レ

仕
者
共
有
由
聞
候
間
、

帳
付
上
候
へ
と
又
申
付
候
へ
者
畏
由
、
如
何
様
共
御
意
次
第
ト
申
し
歸
、
何
時
成
共

神神、、事
奉
行

（
松
梅
院
）

被
二

申
付
一

義
相
背
間
敷
由
申
罷
歸
也
」
と
あ
り
、
す
で
に
元
和
三
年
の
段

階
で
、
所
司
代
及
び
松
梅
院
が
町
か
ら
の
「
帳
」
の
提
出
を
求
め
て
い
た
こ
と
、
そ

の
背
景
に
様
々
な
理
由
を
つ
け
て
人
足
役
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
町
人
の
存
在
の
あ

っ
た
こ
と
、
が
わ
か
る
。

&0

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
二
八
七
頁
、
元
和
五
年
二
月
四
日
条
。

&1

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
二
八
八
〜
二
八
九
頁
、
元
和
五
年
二
月
八
日
条
。

こ
の
日
の
記
事
は
途
中
闕
損
が
あ
り
、
ま
た
後
闕
と
な
っ
て
い
る
。

&2

前
注
に
同
じ
。

&3

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
二
四
五
〜
二
四
六
頁
、
元
和
三
年
十
二
月
二
十
三

日
条
。

&4

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
二
四
六
頁
、
元
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
条
。

&5

『
目
代
日
記
』
三
八
七
頁
、
天
正
十
二
年
六
月
一
日
条
。

&6

管
見
の
限
り
、
こ
の
他
に
「
月
行
事
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
史
料
は
『
目
代
日

記
』
三
六
二
頁
、
永
禄
十
年
二
月
二
十
九
日
条
の
み
で
あ
り
、
竹
内
門
跡
被
官
の
角

与
三
郎
の
家
を
闕
所
す
る
に
際
し
、「
角
与
三
郎
家
の
き
ぬ
き
月
行
事
持
出
し
、
経
堂

861

一
二
五

秀
吉
の
京
都
改
造
と
北
野
社
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一
二
六

前
に
て
法
火
」
と
み
え
る
。
図
１
の
『
洛
中
絵
図
』（
注
#5
参
照
）
に
は
、
今
小
路
町

に
つ
い
て
、「
経
堂
前
今
小
路
町
」
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
「
の
き
ぬ

き
」
を
「
経
堂
前
」
へ
持
ち
出
し
て
い
る
月
行
事
も
ま
た
、「
今
小
路
月
行
事
」
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。

&7

た
だ
し
「
洛
中
」
の
場
合
、「
月
行
事
」
は
各
町
ご
と
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（『
京
都
の
歴
史
』
４
・
桃
山
の
開
花
、
学
藝
書
林
、
一
九
六
九

年
、
五
六
二
〜
五
六
三
頁
、
な
ど
）、「
今
小
路
月
行
事
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
今
少

し
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

&8

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
二
四
一
〜
二
四
二
頁
、
元
和
三
年
十
二
月
十
日
条
。

&9

鎌
田
氏
、
注
u
論
文
。

*0

「
老
松
町
」
に
つ
い
て
『
洛
中
絵
図
』
を
確
認
し
て
み
る
と
、
直
接
の
記
載
は
な

い
も
の
の
、
柳
町
の
北
側
に
「
老
松
宮
」
が
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
老
松
宮
」

を
中
心
に
成
立
し
た
町
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』

下
「
山
城
國
本
山
當
山
々
伏
頭
之
事
」
に
は
、「
福
勝
院
」
の
場
所
と
し
て
「
北
野
柳

町
上
ル
老
松
町
」
と
あ
り
（
同
書
、
二
一
八
頁
）、
現
在
も
こ
の
地
に
「
老
松
町
」
が

存
在
し
て
い
る
。

*1

『
北
野
社
家
日
記
』
第
六
巻
、
二
七
三
頁
、
元
和
四
年
十
二
月
三
日
条
。

*2

『
目
代
日
記
』
四
五
〇
〜
四
五
一
頁
、
天
正
十
七
年
四
月
二
十
七
日
条
。

*3

こ
う
し
た
重
層
性
は
、
中
世
末
期
の
「
洛
中
」
に
展
開
し
て
い
た
親
町
―
寄
町
関

係
（『
京
都
の
歴
史
』
４
、
第
１
章
、
注
&7
参
照
、
な
ど
）、
或
い
は
杉
森
哲
也
氏
が

上
京
・
西
陣
組
を
例
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
古
町
―
新
町
関
係
（
杉
森
氏
「
近
世

京
都
町
組
発
展
に
関
す
る
一
考
察
―
上
京
・
西
陣
組
を
例
と
し
て
―
」『
日
本
史
研
究
』

二
五
四
号
、
一
九
八
三
年
）
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
味
に
つ
い

て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
杉
森
氏
が
古
町
―
新
町
関
係
を

分
析
す
る
に
際
し
、
統
一
政
権
に
よ
る
町
組
編
成
を
重
視
さ
れ
て
い
る
点
は
、
北
野

社
境
内
の
町
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
重
要
な
視
角
で
あ
る
と
考
え
る
。

*4

注
&5
参
照
。

*5

『
京
都
冷
泉
町
文
書
』
第
一
巻
、
三
二
頁
、
天
正
十
三
年
大
福
帳
。

*6

拙
稿
「
戦
国
期
北
野
社
の
闕
所
」（
注
r
参
照
）。

*7

小
野
晃
嗣
氏
、
注
q
論
文
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
八
月
に
福
井
県
小
浜
市
で
行
わ
れ
た
、
中
世
都
市
・
流

通
史
懇
話
会
に
お
け
る
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
に
際
し
、
参
加
者
の

方
々
か
ら
様
々
な
御
指
摘
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

な
お
本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
・

Ｂ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
講
師
）


